
令和７年第１回西予市議会定例会総務常任委員会会議録 

 

１．招 集 年 月 日 令和７年３月７日 

１．招 集 の 場 所 第３委員会室（午前） 

           第２委員会室（午後） 

１．開 会 令和７年３月７日 

           午前８時５７分 

１．散      会 令和６年３月７日 

           午後４時２５分 

１．出 席 委 員 

    委員長   竹﨑 幸仁 

    副委員長  信宮 徹也 

    委員    まつもとみき 

    委員    山本 英明 

    委員    井関 陽一 

    委員    二宮 一朗  

１．欠 席 委 員 

  な  し 

１．出 席 説 明 員 

   総務部長        山住 哲司 

政策企画部長      大野本 敦 

   総務課長        山崎 德博 

   危機管理課長      宇都宮 博 

   税務課長        谷川 和久 

   財政課長        安岡 克敏 

   まちづくり推進課長   安田  司 

   政策推進課長      原井川英一 

   デジタル推進課長    浦田 和喜 

   総務課長補佐      佐藤陽一郎 

総務課長補佐      岡本 夕佳 

危機管理課長補佐    三好 栄治 

   財政課長補佐      正司 哲朗 

財政課長補佐      三瀬 一也 

   まちづくり推進課長補佐 松本 義博 

   まちづくり推進課長補佐 中村奈央子 

   地域づくり活動センター推進室長 

               清家 昌弘 

   政策推進課長補佐    大森 恵津 

   復興支援室長      和気 伸二 

デジタル推進課長補佐  上甲 宏之 

   総務課係長       角藤 展行 

   総務課係長       矢野 直子 

総務課係長       兵頭 秀二 

総務課係長       宮本ふみか 

危機管理課係長     伊勢  忠 

危機管理課係長     井上 一善 

    

まちづくり推進課係長  片山 大輔 

   まちづくり推進課係長  柿原 稔広 

   まちづくり推進課係長  兵頭 孝明 

   地域づくり活動センター推進室係長 

               三好 祐介 

   政策推進課係長     稲葉 真実 

   政策推進課係長     橋本 直美 

   デジタル推進課係長   稲口 智博 

   デジタル推進課係長   清水 昭吾 

   総務課主任       三好 祐斗 

１．出席議会事務局職員 

   書記  瀧川 健二 

１．会議に付した事件  

 議案第７号  刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関

する条例制定について 

 議案第８号  西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定につ

いて 

 議案第９号  西予市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例制定について 

 議案第10号  西予市技能労務職員の給与の種

類及び基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第11号  西予市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例及び西予市職員の

育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第12号  西予市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第13号  西予市肱川河川沿い復興公園条

例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 議案第14号  西予市営プール条例の一部を改

正する条例制定について 

 議案第27号  西予市過疎地域持続的発展計画

の変更について 

 議案第28号  辺地に係る公共的施設総合整備

計画の策定について 

 議案第29号  公の施設の区域外設置に関する
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協議について 

議案第40号  令和７年度西予市一般会計予算 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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    開会 午前８時57分 

 

○信宮副委員長 

これより令和７年第１回定例会総務常任委員会

を開催いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○竹﨑委員長 

竹﨑委員長が挨拶を行う。 

○信宮副委員長 

次に山住総務部長より挨拶があります。 

○山住総務部長 

山住総務部長が挨拶を行う。 

○信宮副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。 

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言

をしてください。それではこれよりの進行は委員

長が行います。 

 

【総務部】 

【総務課】 

○竹﨑委員長 

本日の審査に入ります。 

始めに総務課の審査を行います。 

議案第７号「刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例制定につい

て」を議題といたします。 

山崎課長の説明を求めます。 

○山崎総務課長 

議案第７号「刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につい

て」提案理由の御説明を申し上げます。 

令和４年６月 17 日刑法等の一部を改正する法

律が公布され令和７年６月１日から施行されます。

法改正の内容につきましては、改善更生、再犯防

止の観点から受刑者の特性に応じた柔軟な処分を

実施することを目的として、自由刑を単一化する

ため懲役及び禁錮を廃止し、これにかえて拘禁刑

を創設することが含まれております。 

本議案につきましては、当該法の施行までに本

市の条例中に規定している懲役、禁錮の字句につ

いて拘禁刑に改める改正を行う必要があることか

ら、影響を受ける西予市職員の給与に関する条例、

西予市港湾管理条例、西予市消防団条例、西予市

個人情報保護法施行条例の４つの条例について一

括して改正するものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

山﨑課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○井関委員 

懲役と禁錮という分け方をしてあったのは、労

働をしなければならないかどうかっていう分け方

だったと思うんですけども、この拘禁刑になった

場合は労働というのはどういうふうになるのか分

かりませんか。 

○山崎総務課長 

懲役ですがこれは受刑者が刑務作業を行うこと

が義務づけられているということと、禁錮ですが

これは刑務作業義務づけられていませんが、希望

すれば業務が可能というふうになっております。 

これに関しましては、今後の拘禁刑という形に

しますと受刑者は刑務作業ではなくて必要な教育

や指導を受けることができるということになりま

す。 

この改正により、受刑者が社会復帰に際する必

要なスキルや知識を身につけやすくなると、そし

て再犯防止につながるということが期待されてこ

ういう改正がされたと考えております。 

○井関委員 

そしたら労務っていうものは、もうなくなると

いうことですか。 

○山崎総務課長 

刑務作業が残るということです。 

○竹﨑委員長 

ほかにありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第７号「刑法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例制定について」原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 
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暫時休憩を告げる。 （休憩 午前９時７分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。   （再開 午前９時８分） 

それでは、続いて総務課の審査を行います。 

議案第８号「西予市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定について」、議案第９号

「西予市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例制定について」、

議案第 10 号「西予市技能労務職員の給与の種類

及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について」の３議案について、関連があるため一

括議題といたします。 

山崎課長の説明を求めます。 

○山崎総務課長 

議案第８号「西予市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定について」、議案第９号

「西予市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

及び議案第 10 号「西予市技能労務職員の給与の

種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

制定について」関連がございますので、一括して

提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、人事院及び愛媛県人事委員会の

勧告並びに西予市市民病院等の指定管理者制度移

行に伴いそれぞれの条例の一部を改正するもので

あります。人事院及び愛媛県人事委員会の勧告に

伴う主な改正内容でございますが、先般令和６年

12 月議会で議決いただいた給料表等の改正に加

えて、今回時代の要請に即した給与制度への転換

を目的とした給与制度のアップデートとして、主

任級以上の給料の最低水準引上げ、配偶者に係る

扶養手当の廃止と子に係る扶養手当の増額、管理

職員特別勤務手当の支給対象時間の拡大、定年前

再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への手

当支給の拡大を行うものであります。また、あわ

せて市民病院等の指定管理者制度の移行に伴いま

して、支給の見込みのない手当の支給要件の削除

及び手当の種類等の改正を行うこととしておりま

す。そのほかこれらの内容に加えて所要の整備を

行うこととしております。 

○竹﨑委員長 

山崎課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山本委員 

文言ですが扶養親族たる配偶者、父母等を扶養

親族たる父母等に改めるということなんですけど、

その文言の中で扶養親族たる父母等には、配偶者

が含まれると解釈していいんですかね。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 11 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 12 分） 

○山崎総務課長 

今回配偶者が外れるということでございます。 

○竹﨑委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

  〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

ただいまの３議案について、それぞれ採決を行

います。 

お諮りいたします。議案第８号「西予市職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第９号「西予市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により原案どおり可決することに決し

ました。 

議案第 10 号「西予市技能労務職員の給与の種

類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により原案どおり可決することに決し

ました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 14 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 14 分） 

それでは、続いて総務課の審査を行います。 
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議案第 11 号「西予市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例及び西予市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

山崎課長の説明を求めます。 

○山崎総務課長 

議案第 11 号「西予市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例及び西予市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由の御説明を申し上げます。 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴いそれ

ぞれの条例の一部を改正するものであります。 

改正の内容といたしましては、所定外労働の制

限いわゆる残業免除の請求ができる対象職員を、

３歳に満たない子を養育する職員から小学校就学

前の子を養育する職員とし、仕事と育児との両立

を図るとともに介護離職防止のための仕事と介護

の両立支援制度の強化等に関する措置として、介

護に直面した職員が申出をした場合、両立支援制

度等に関する情報の個別周知、意向確認を行うな

ど任命権者が講じなければならない措置を新たに

追加するものであります。 

以上説明とさせていただきます。 

○竹﨑委員長 

山崎課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

これまでに介護が大変になって退職された方っ

ていうのはおられるんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 17 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 17 分） 

○山崎総務課長 

介護に関しまして退職等の職員は、現在出てき

ていないという状況になっております。 

○まつもと委員 

提案理由に育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正

ということで、国の法律なんですよね。そこちょ

っと読んだんですけど、よく分からなかったので

すが、この育児休業の残業免除を３歳から小学校

就学の始期に達するまで延ばされたのすごくいい

なと思っていて、ほかの自治体ではこれを中学校

入学までしているところがあったんですが、これ

を上げることには制限がないんでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 18 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 22 分） 

○山崎総務課長 

それに関しては自治体の判断という形になって

おりまして、今現在小学校就学前の子を養育する

職員にするということにしております。 

○まつもと委員 

最近はお子さんも、いろいろ発達支援とかでケ

アが必要なお子さんもおられるかなと思うので、

これを中学校入学までに引き延ばしてもらえたら

なと思うんですが、市はその考えはありますか。 

○山崎総務課長 

現在のところ国に従いまして、小学校就任前の

子ということで進めさせていただきたいと考えて

おります。 

○二宮委員 

今回の条例改正は職員ですから、男性女性関係

ないと思うんですけども、育児休業で男性が使っ

てるというか、そういう実績というのはどのぐら

いあるか分かりますか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 24 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 25 分） 

○山崎総務課長 

それでは、育児休業に関して報告させていただ

きます。令和７年２月末現在でございますが育児

休業取得男性が２名、女性が 16 名、女性職員に

関しては、100％の取得率になっております。男

性に関しては、２割強の取得率という形になって

おります。 

○二宮委員 

もう 1 点、介護の休業をされてる今までの実績

はありますか。 

○山崎総務課長 

介護に関しては実績等ございません。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 26 分） 
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○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 28 分） 

○山崎総務課長 

先ほどないと申しましたが、現在はないという

ことになります。ただ、最近介護の休暇というこ

とで過去に１件あったということは聞いておりま

す。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 11 号「西予市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例及び西予市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 29 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 31 分） 

それでは、続けまして総務課の審査に移ります。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち総務課所管分についてを議題といたし

ます。 

山崎課長の説明を求めます。 

○山崎総務課長 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち総務課所管分について御説明させてい

ただきます。 

今回の当初予算書に記載の歳入歳出別予算につ

きましては、別途配付しております令和７年度当

初予算説明資料にまとめておりますので、その資

料に基づいて説明させていただきます。なお、予

算を計上している各事業の内容についても、資料

を掲載しておりますので、説明は主要なものを抜

粋して行わさせていただきます。 

まず、歳出予算から説明させていただきます。 

説明資料の１ページを御覧ください。なお、各

事務事業の該当予算書のページ番号は、資料の備

考欄に記載しております。 

2 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費

のうち総務課所管分の事務事業といたしましては、

一般管理費庶務事業（総務）から職員給与費（一

般管理費）までの 18 事業となっております。 

まず、一般管理費庶務事業（総務）の 1249 万

2000 円につきましては、総務課行政係と総務係

及び支所地域生活課の庶務的経費を計上しており

ます。 

次に、行政連絡協議会事業の 4779 万 7000 円は、

既定の計算方法に基づく行政連絡委託料と本協議

会の代表者会、各支部の代表区長会等の報奨金を

計上しております。 

一般管理費庶務事業（人事）の 1318 万 5000 円

は、総合賠償補償保険料や安全運転管理者等協議

会負担金等を始めとした総務課人事関係の庶務的

経費を計上しております。 

次に、職員採用試験事業の 143 万 6000 円は、

全国的な公務員離れにて大卒受験者が減少してい

る中で、受験者確保を目的として公務員試験対策

を必要としない試験の実施、広く周知を図るため

の試験案内パンフレットの作成と合同企業説明会

への参加等に必要な予算を計上し、今年度も周知

活動を強化しております。 

職員研修事業の 155 万 5000 円は、愛媛県研修

所が実施する各役職別向け職員研修、新規採用職

員対象研修、人事評価研修における予算を計上し

ております。また、さらなる人材育成を図るため

７年度から外部講師によるＩＣＴ研修、職員の要

望を取り入れた能力育成研修における予算も計上

しております。なお、予算を計上している研修は

以上ですが、専門知識を持った職員が講師となっ

て他の職員に研修を行う内部研修も実施する予定

としております。 

続きまして、職員健康管理事業の 832 万

4000 円は、主なものとして市役所職員の健康診

断に関する経費と職員のストレスチェック費用と

なります。また、総務課では職員のメンタルヘル

ス対策にも力を入れており、総務課に保健師職員

を配置して迅速なフォロー体制を強化する中で、

当該予算には職員が内部の職員に相談しにくい場

合に備えて市内及び市外のカウンセリング専門事

業者へ委託料も計上しております。職員の希望に

沿った相談窓口体制を整えております。 



- 7 - 

 

一般管理費庶務事業（秘書）の 619 万 8000 円

は、市長の出張旅費をはじめとした秘書係の庶務

的経費を計上しております。また、令和７年度に

関しましては、愛媛県市長会を西予市で開催する

ための経費を計上しております。 

会計年度任用職員給与費では、本庁総務課の電

話交換と逓送便配達業務及び行政処分の不服申立

てに審査を依頼する外部人材審理員、本庁舎の日

直職員、人事係において職員の健康分析を行う保

健師と年末調整時の繁忙期限定の短期事務補助員

をそれぞれの事業で計上しております。 

次に、職員給与費（一般管理費）の 4 億

5977 万 6000 円では、市長、副市長及び本庁総務

課、支所地域生活課正職員の給与となります。 

次に、2 款 1 項 2 目文書広報費、文書配達事業

（郵便）309 万 6000 円では、本庁総務課及び各

支所の年間郵便料を計上しているところでござい

ます。 

次に、2 款 1 項 7 目公平委員会費、公平委員会

事業の 11 万 1000 円では、職員の利益の保護と公

平な人事権の行使を保障することを目的に設置さ

れている公平委員会における必要経費を計上して

おります。 

次に、2 款 1 項 9 目防犯対策費、防犯対策事業

の 1563 万 9000 円では、市管理の防犯灯の電気料、

各自治会管理の防犯灯の電気料補助及びＬＥＤ防

犯灯の設置、移設の補助金、防犯協会負担金等を

計上しております。なお、自治会管理の防犯灯に

関する電気料補助につきましては、現在市内自治

会管理の防犯灯 5,720 灯の年間電気料に対して約

60％を補助しており、ＬＥＤ防犯灯への設置、交

換移設補助金については、これまでの取組により、

全防犯灯 5,720 灯のうち 76％の 4,383 灯がＬＥ

Ｄとなっており、残りの 1,337 灯が蛍光灯の状況

でございます。市では令和６年度から蛍光灯、防

犯灯に対する電気料補助金と蛍光灯からＬＥＤ防

犯灯への交換補助金について、大幅な見直しを行

い、加えて令和 10 年度までの５年間を促進期間

に設定して、蛍光灯、防犯灯のＬＥＤ化を進めて

いくこととしております。なお、交換につきまし

ては、前回の臨時会の補正予算で説明しましたが、

国の物価高騰対策交付金を利用して先に進めてい

る状態でございます。 

次に、2 款 1 項 10 目交通安全対策費のうち交

通安全対策事業の 1107 万 2000 円では、地域管理

の交通安全灯の電気料及び施設工事費とカーブミ

ラー等の原材料支給の経費を計上しております。 

また、会計年度任用職員給与費（交通安全対策

事業）の 53 万 6000 円では、市内の交通安全指導

員 20 人分の報酬を計上しております。 

総務課所管分の歳出予算は、以上となりますが、

ここで一般会計全体の人件費について説明させて

いただきます。人件費の説明は、予算書に沿って

説明させていただきますので、予算書の 198 ペー

ジ給与費明細書を御覧ください。 

まず、特別職の給与につきましては、市長、副

市長及び教育長、市議会議員、消防団員等のその

他特別職の給与費と共済費合わせた人件費の合計

で 2 億 8268 万 4000 円となっており、前年度との

比較では、752 万 6000 円の増額となっておりま

す。 

続きまして、予算書 199 ページになります。 

一般職の総括として正規職員と会計年度任用職

員を含めた人数と金額を記載しております。令和

７年度の職員全体数は括弧書きの短時間勤務職員

含めると 993．2 人となり、前年度比 6.5 人の減、

人件費総額は 52 億 7011 万 4000 円で、前年度比

2 億 7174 万 6000 円の増となっております。職員

手当の内訳については、下記に記載しております

ので後ほど御覧ください。 

予算書 200 ページを御覧ください。 

先ほどの全体職員数のうち、会計年度任用職員

以外の職員、一般職員の正規職員となりますが、

令和７年度の正規職員の数は、括弧書きの再任用

等の短時間勤務職員を含めて 529．2 人で、前年

度から 4.5 人の増、人件費総額は 41 億 4245 万

9000 円で前年度比 1 億 8714 万 4000 円の増とな

ります。正規職員数につきましては、定員管理計

画において、令和６年度以降 10 年間で約 50 人、

年度ごとでは５人程度の削減を目標としていると

ころですが、病院の指定管理に伴い事務職等の増

となっております。また、令和６年度人事院勧告

による月額給与及び期末勤勉手当等の増も増額の

要因となっております。 

予算書の 201 ページを御覧ください。 

こちらは令和７年度の会計年度任用職員の総数

となりますが、括弧書きのパートタイムを含めて

464 人で前年度から 11 人の減、人件費総額は
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11 億 2765 万 5000 円で前年度との比較では、

8460 万 2000 円の増となります。なお、予算が増

額になっている理由につきましては、正規職員と

同様に令和６年度人事院勧告による月額給与等の

増が原因となっております。人件費全体の説明は

以上です。 

続きまして、歳入予算について御説明いたしま

す。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、1 目総務

使用料、1 節総務管理使用料の駐車場使用料

753 万 6000 円は、本庁及び各支所の正規職員及

び会計年度任用職員等が利用します指定駐車場の

利用料でございます。 

20 款諸収入、5 項 4 目雑入、2 節総務費雑入の

主なものといたしましては、職員健診個人徴収金

自己負担分として 107 万 7000 円、そして、市か

ら派遣する職員が入居する官舎家賃の自己負担金

として 57 万 6000 円、非常勤職員の公務災害に対

する療養補償費として 37 万円、雇用保険料の被

保険者負担分として 462 万 9000 円、後期高齢者

医療広域連合に派遣している職員給与費負担とし

て 652 万 3000 円、避難勧告等に対する職員人件

費等に対する災害対策費用保険保険金として

300 万円を計上しております。 

以上で当初予算の説明を終わります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

申し上げます。 

○竹﨑委員長 

山崎課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

歳入予算書 42 ページの官舎家賃負担金 57 万

6000 円。これ何人分なんでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 48 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 49 分） 

○山崎総務課長 

官舎の件でございますが、予算上４人となって

おります。 

○信宮委員 

職員採用試験事業なんですけれども、今年も特

別、公務員の勉強しなくても受験ができるような

試験方法をとりたいということだったんですけれ

ども、この方法は昨年からやられておったように

聞いております。あわせてほかの試験と併願がで

きるように日程をずらした試験を去年から行って

いたと思うんですけれども、それで応募数がどう

なったのか、増えたのか、その辺り分かりました

お願いします。 

○山崎総務課長 

先ほど委員の言われたそういった努力は行って

いるわけでございますが、昨年度の職員採用候補

者試験の実数で言いますと受験者数が 18 名。そ

して採用数でございますが４名となっております。

ただこちらとしても、試験を受けてくれる大学生

等少なくなって各市町との取り合いとなっており

ますので、今後もアピール等努力していく予定に

しております。 

○信宮委員 

今年度新たにこういう取組をして応募者数を増

やそうかなという新たな考えとかはないですか。 

○山住総務部長 

職員募集の関係でございますけれども、近年御

案内のとおり応募をする学生また社会人の数も減

ってきております。そういったことを踏まえまし

て、いろんな形での試験の在り方というのは検討

しておりまして、令和６年度におきましても、先

ほどありました新たな試験の導入とかをやってい

るところでございます。今後につきましては、現

在のところは令和６年度に取り組みました試験制

度を踏襲していきたいと。ただし、柔軟な採用の

方法については、今後も研究を重ねてまいります

し、また大学でありますとかそういったところに

直接足を運んで職員の募集についての案内等は、

積極的に展開をしてまいりたいと考えております。 

○二宮委員 

今の職員採用ですけども、社会人枠採用は今ど

ういう状況でしょうか。 

○山崎総務課長 

昨年度、技術職等におきまして社会人枠という

ことで募集させていただいております。ただ、令

和６年度に関しましては申込み受験者数がゼロと

いう形になっております。今後とも技術職等を募

集して、応募に取り組みたいと考えております。 

○二宮委員 

例えば年齢制限とかいくつになったんでしょう
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か。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 53 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 55 分） 

○山崎総務課長 

先ほどの年齢のことでございますが、４月２日

現在で社会人枠ですが 45 歳までという形にして

いる状況でございます。 

○二宮委員 

求める職種によっても違うと思いますし、また、

移住定住を考えてる人なんかも、都会で疲れた人

はこっちで仕事あったら行こうかなみたいな、そ

ういうのもあるんじゃないか思うんで、もうちょ

っと年齢を上げるとか、フリーにするとか、柔軟

な採用もあってもいいのかなと思うんですけども

いかがでしょうか。 

○山住総務部長 

人材不足という中でそういった年齢制限等も緩

和してより多く幅広く採用したいというところで

ございますけども、組織としての年齢構成という

のも当然配慮する必要もございます。こういった

形で各専門分野については、年齢制限等を引上げ

て、有能、優秀な人材の確保に努めておりますが、

それはもう必要な職種に限ったところで現段階は

考えております。全体的な職員の年齢的な階層等

も踏まえた上で、今後も適切な募集要件とさせて

いただきたいと考えております。 

○二宮委員 

分かりました。ありがとうございました。 

別件ですけど、顧問弁護士さんですよね、顧問

委託料が幾らかというのは言えないんだったら言

えないんでいいんですけども、例えば、委託料を

払っとって、訴訟があった場合ですよね、訴訟が

あった場合はまた別料金で払うのかどうか、そう

いうところをちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○山崎総務課長 

顧問弁護士料でございますが、令和７年度に関

しましては一月 7 万 5000 円の委託料という形で

計上させていただいております。また、裁判等に

おいて成功報酬という形もありますが、そこら辺

は別の予算を立てるという形にしております。 

○二宮委員 

もう１点、公務災害補償の共済金あったと思う

んですけれども、議会ごとによく専決で職員のい

ろんな事故とか、そういうのもあって金額とか出

とるんですけども、それをこれで賄っているとい

うことで理解していいんでしょうかね。 

○山崎総務課長 

今委員の言われましたとおりでございます。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 58 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時７分） 

○山崎総務課長 

公務災害補償事業の内訳を説明させていただき

たいと思います。 

事業に関しましては、総合賠償補償保険料とい

うことで、市町村会総合賠償補償保険ということ

で 287 万 2000 円を支出しております。そしても

う一つ、災害対策費用保険料ということで、災害

対策費用保険制度がございます。それに対して

376 万 6000 円支出しております。市町村総合賠

償補償保険料というのは市が法律上の損害賠償責

任を負う場合の損害に対して総合的に保険料を支

払う保険制度となっております。これが市町村会

が保険会社として加入市を被保険者とする団体保

険契約を締結して実施しているものでございます。 

○二宮委員 

公用車の自動車保険等は、特に掛けてないとい

う理解でいいんですか。 

○山住総務部長 

公用車の保険につきましては、この後財政課の

ところでまた報告させていただきたいと思います。 

○まつもと委員 

ちょっと幾つか聞かせてください。 

職員研修事業なんですが、77 万 7000 円上がっ

てすごくうれしいんですけれども、先ほど説明で

外部講師のＩＣＴ研修、それから職員の希望聞い

て能力育成もっておっしゃられたと思うんですが、

能力育成ってどういうものを想定されているんで

しょうか。 

○山崎総務課長 

先ほどの能力育成ということでございますが、

各職員が自ら総務課に申出ていただいて、自分が

こういう能力をアップしたいというものを聞き取

りながら進めていくようにしております。 
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○まつもと委員 

50 ページの派遣職員管理事業なんですが、令

和６年度より半額ぐらいになっていると思うんで

すけど、この理由とこの内容について教えてくだ

さい。 

○山崎総務課長 

派遣の内容でございますが、先ほど申しました

令和７年度は４名という形になっております。内

容といたしましては令和７年度ですが、愛媛県に

１名、愛媛県後期高齢者医療広域連合会に１名、

愛媛大学に１名という形にはなっております。令

和６年度でございますが７名の方を派遣しており

ます。内容といたしましては、愛媛県市町振興課、

そして愛媛県にもう１名。そして、地方税滞納整

理機構に１名行っております。そして、同じく後

期高齢医療広域連合会に１名、愛媛大学そして西

予市移住定住交流センター、愛媛地域活力創造セ

ンターに派遣という形になっております。令和７

年度は人数が減ったということになっております。 

○まつもと委員 

57 ページの公平委員会事業なんですが、令和

７年度の計画はいつ何回、委員は一般質問で３人

とおっしゃったかなと思うんですが、令和７年度

の計画いつ何回あるか分かれば教えてください。 

○山崎総務課長 

まず、実績についてお答えしたいと思いますが、

合併以後審査案件の発生がないために年に１回の

通常会の開催のみという形になっております。通

常会では分限処分や懲戒処分の報告等を行ってい

る状況でございまして、令和７年度におきまして

も公平委員会の案件がなければ、通常の１回とす

る形にはなろうかと思います。 

○まつもと委員 

それ何時っていうのは決まってないんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 13 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 13 分） 

○山崎総務課長 

開催予定でございますが、５月、６月頃に予定

はしております。 

○まつもと委員 

防犯対策事業の防犯灯設置補助金、補助金が下

がるというのは先日お聞きしてたんですけど、

8 万 5000 円と 415 万円の減で、これは何台分の

予算なのか。また、ある程度整備が進んでいるの

で大丈夫と判断しているのか、要望あっても出せ

ないという判断なのかお聞かせください。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 14 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 17 分） 

○山崎総務課長 

補助金の件でございますが、令和６年度の臨時

会において補正を組みまして、令和６年度交付金

を使用して行うという形にしております。それを

繰越しまして令和７年度に事業を同じような規模

で継続することにしております。 

○山本委員 

前にも聞いたんでもう１回聞くんですが、職員

の健康のこと非常に気になるので、職員健診の自

己負担はこれ何人受けられたんでしょうかね。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 18 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 22 分） 

○山崎総務課長 

検診に関しましては、490 名を予定しておりま

す。自己負担額に関しては、各項目ありますが腹

部超音波と子宮がん検診等そういうものも入って

おります。それが内訳でございます。 

○まつもと委員 

52 ページの負担金補助及び交付金のところの

負担金の県市長会負担金 127 万 9000 円なんです

けど、これ倍ぐらい上がってて負担金が倍上がる

っていうのはどういうことなのかなと思って教え

てください。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 23 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 25 分） 

○山崎総務課長 

市長会負担金の増額に関しましてですが、令和

７年度西予市長が市長会の会長という形になるこ

とになっております。それに関しまして、市長会

による視察等の予定をされておりますので、そこ

の金額等が増えとるという形にしております。 

○竹﨑委員長 
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そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち総務課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 27 分） 

○竹﨑委員長 

 再開を告げる。 （再開 午前 10 時 29 分） 

その他総務課所管に関する質疑がありましたら、

発言をお願いいたします。 

○二宮委員 

今、新聞等でも行政の中でのハラスメント行為

というのがよく目につくんですけれども、この西

予市におきまして、ハラスメントという点で市民

のほうから市役所の職員に対してカスタマーハラ

スメントいうんですかね。よくお店なんかもある

んですけど、そういう状況があるのかどうかちょ

っとお聞きをしたいなと思います。 

○山崎総務課長 

市民からの市職員のカスタマーハラスメントに

ついてでございますが、申出等を受けた案件等は

ございませんが、日々市役所には行政批判やクレ

ームなどの電話等があります。特に通常業務にま

で支障を及ぼすような事案に関しては、警察署に

も相談して対応する場合があったということはあ

ります。 

職員が市民から受けるハラスメント対策といた

しましては、名札の表記を変更することとしてお

ります。名札の表記を変更することによりまして、

個人情報が特定されず、また、職員が安心して職

務に従事できるような職場づくりを整備していこ

うということで、令和７年度から表記の変更をし

たいというふうに考えてハラスメントに対しての

対応も行っていきたいと思っております。 

○二宮委員 

そしたら、特に病んでおられるような職員、ハ

ラスメントによってですけども、おられないとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

○山崎総務課長 

やはり先ほども申しましたように日々市役所に

はクレーム等の電話、相談等がございます。そこ

で職員の気持ち的にもちょっと心を痛めている方

はおられるかもしれませんが、大きなものにはな

っていないと理解しております。 

○竹﨑委員長 

以上で、議案外質疑を終結といたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 32 分） 

 

 【選挙管理委員会】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 34 分） 

続きまして、選挙管理委員会の審査に移ります。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち選挙管理委員会所管分に関してを議題

といたします。 

山崎書記長の説明を求めます。 

○山崎選挙管理委員会書記長 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち選挙管理委員会所管分について御説明

させていただきます。 

選挙管理委員会の歳入歳出別の予算につきまし

ても、先ほどの令和７年度当初予算説明資料に基

づいて説明させていただきたいと思います。 

まず、歳出予算ですが、説明資料の２ページを

御覧ください。 

2 款総務費、4 項選挙費、1 目選挙管理委員会

費のうち選挙管理委員会費庶務事業の 92 万

3000 円は、選挙管理委員会の委員報酬及び委員

会の開催経費、西予市明るい選挙推進協議会への

補助金等を、職員給与費（選挙管理委員会費）の

966 万 8000 円につきましては、選挙管理委員会

書記である選挙係長１名の人件費を計上しており

ます。 

次に、7 目参議院議員選挙費、参議院議員選挙

事業の 2372 万 1000 円、会計年度任用職員給与費

（参議院議員選挙事業）の 261 万 1000 円は、令

和７年７月 28 日で任期満了を迎える第 27 回参議

院議員選挙の選挙経費と短期的に事務補助を行っ

ていただく会計年度任用職員の経費を計上してお

ります。なお、参議院議員選挙の事業予算には、

市議会議員選挙の際に導入したタクシー移動支援

の経費を計上しております。内容といたしまして
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は、65 歳以上の高齢者で運転免許を持っていな

い方若しくは車の運転が困難な方及び障害者また

は妊婦の方で車の運転が困難な方を対象に、期日

前投票期間において自宅から期日前投票所までの

移動に市内タクシーを利用する場合、その往復と

投票所までの待ち時間の費用を無料とするもので

あります。予算額といたしましては、前回の利用

状況を鑑みまして 34 万 6000 円の予算を計上して

おります。 

続きまして、歳入予算について御説明いたしま

す。説明資料の３ページ、予算書は 34 ページと

なります。 

15 款県支出金、3 項委託金、1 目総務費委託金、

4 節選挙費委託金につきましては、参議院議員通

常選挙費委託料計 2573 万 7000 円と、在外選挙人

名簿登録委託金として 1,000 円を計上しておりま

す。 

以上御審議の上、御決定くださいますようよろ

しく申し上げます。 

○竹﨑委員長 

山崎書記長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

御説明いただいた職員給与費（選挙管理委員会

費）の 966 万 8000 円の説明をもう１回すみませ

んけどお願いしたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 39 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 40 分） 

○山崎選挙管理委員会書記長 

職員給与費ですが１名分の費用となっておりま

す。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち選挙管理委員会所管

分について原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 41 分） 

 

 【危機管理課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 54 分） 

これより危機管理課の審査を行います。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち危機管理課所管分についてを議題とい

たします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮危機管理課長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」危機管理課所管分について、予算書

に基づき御説明申し上げます。 

まず、主な歳入について御説明いたします。 

予算書 30 ページを御覧ください。 

15 款県支出金、1 項県負担金、7 目消防費県負

担金、1 節消防費県負担金、原子力防災活動車両

経費県負担金といたしまして 34 万 9000 円でござ

います。これは、当市が国から貸与を受けており

ます原子力防災車両３台分の車検等に要する費用

に係る経費となります。 

次に、15 款県支出金、2 項県補助金、1 目総務

費県補助金、1 節総務管理費県補助金、原子力発

電施設等緊急時安全対策交付金といたしまして

13 万 2000 円でございます。これは、福祉事務所

福祉課が所管しております避難行動要支援システ

ムにおいて原子力災害部分に係るシステム利用料

として 10 分の 10 の補助金でございます。歳出予

算につきましては、統合型ＧＩＳシステムの中に

避難行動要支援システムが組み込まれていること

から総合型ＧＩＳシステムを所管しておりますデ

ジタル推進課で計上いたしております。 

続きまして、予算書 33 ページを御覧ください。 

15 款県支出金、2 項県補助金、9 目消防費県補

助金、1 節災害対策費県補助金、夜間津波避難対

策事業費県補助金 1180 万円、家具等固定加速化

支援事業費県補助金 50 万円、合計 1230 万円でご

ざいます。夜間津波避難対策事業費県補助金につ

きましては、愛媛県事業として令和５年度から令

和７年度までの３カ年で津波からの避難訓練に課

題のある地域の避難路、避難場所等を整備し、夜
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間避難訓練を実施し、課題解決に取り組む自主防

災組織を支援するための事業費に対しての補助金

となります。また、家具等固定加速支援事業費県

補助金では、南海トラフ巨大地震や頻発する地震

による家具転倒防止などに備えるための経費の補

助金となります。 

続きまして、46 ページを御覧ください。 

21 款市債、1 項市債、6 目消防債、1 節消防債、

1 億 4650 万円のうち危機管理課所管分として、

防災行政無線デジタル整備事業としまして 1 億

1760 万円でございます。これは、防災行政無線

情報システム整備事業において、運用開始から

10 年以上経過している市役所親局、大野山中継

局、野村地区で使用しています無線装置の更新及

びシステム開発導入委託料、全国瞬時警報システ

ムＪアラート新型受信機更新に要する経費となり

ます。 

次に、歳出予算について御説明申し上げます。 

予算書は 156 ページから 159 ページとなります。

156 ページを御覧ください。 

危機管理課の所管事業としまして、9 款消防費、

1 項消防費、4 目災害対策費、会計年度任用職員

給与費（災害対策費庶務事業）と職員給与費（災

害対策費）を除く５事業で、1 億 7344 万 7000 円

となります。令和６年度当初予算と比較しますと、

主に防災行政無線情報システム整備事業において、

運用開始から 10 年以上経過している市役所親局、

大野山中継所、野村地区で使用しています無線装

置の更新及びシステム開発導入を計画したことに

より、全体では 1 億 360 万 6000 円の増額予算と

なっております。 

それでは５事業について順に説明をさせていた

だきます。災害対策費庶務事業 124 万 2000 円で

ございます。各種計画策定に関する会議等の開催

経費並びに課内全体の消耗品費、旅費、公用車車

両経費等の庶務的な経費を計上しております。公

用車車両経費の車検に要する費用の財源につきま

しては、全額原子力防災活動車両経費県補助金と

なっております。 

防災行政無線・情報システム整備事業 1 億

3051 万 5000 円でございます。防災行政無線等、

各種機器の維持管理等に関わる経費を計上いたし

ております。主な内容につきましては、防災行政

無線、津波監視カメラの電気料 318 万円、電信電

話料 115 万 2000 円、防災行政無線維持管理委託

料 343 万円、県防災行政無線維持管理負担金

205 万 4000 円となっております。また、先ほど

から御説明しておりますとおり令和７年度につい

ては、防災行政無線において運用から 10 年以上

経過している親局、中継局、野村地区の再送信子

局７基、屋外拡声子局 15 基の更新として、工事

請負費 9962 万 7000 円、更新に伴い機能強化とし

て一斉情報配信システム構築連携に要する費用と

して、情報関係委託料 1578 万 5000 円を計上する

とともに、全国瞬時警報システムＪアラート新型

受信機の更新として、備品購入費 220 万円を計上

いたしております。更新に伴う財源につきまして

は、市債であります緊急防災減災事業債を充当し

ております。 

防災対策啓発活動事業 830 万 7000 円でござい

ます。各地域の状況に見合った防災に対する啓発

活動が重要であるとの考えのもと、引き続き地域

や各種会合に足を運び、啓発を進めるための経費

を計上いたしております。主な内容といたしまし

ては、逃げ遅れゼロアプリや備蓄品管理ができる

みんなの防災アプリシステム保守点検委託料とし

て 82 万 5000 円、自主防災組織の活動活性化に資

する自主防災組織活動育成補助金 400 万円、地震

による家具転倒防止などに備えるため家具転倒防

止対策費補助金 150 万円を計上いたしております。

財源といたしまして、自主防災組織活動育成補助

金に対しましてふるさと応援基金繰入金を全額充

当、家具転倒防止対策費補助金には県補助金３分

の１の 50 万円とふるさと応援基金繰入金 100 万

円を充当いたしております。 

防災対策推進事業 2475 万 8000 円でございます。 

市が実施する訓練に使用する消耗品購入にかか

る費用、災害用備蓄物資の更新に要する費用、ト

イレカー維持管理費用、夜間避難に支障のある自

主防災組織等が実施する津波避難路、緊急避難場

所の整備に対する補助金を計上いたしております。

南海トラフ巨大地震に備え沿岸部の夜間津波避難

路などの事業を実施する 11 組織の自主防災組織

等への補助金として 2360 万円を計上いたしてお

ります。財源といたしまして、夜間津波避難対策

事業費県補助金、ふるさと応援基金繰入金それぞ

れ２分の１を充当しております。 

事前復興推進事業 862 万 5000 円でございます。



- 14 - 

 

主な事業につきましては、令和７年度も令和５年

３月に策定いたしました西予市事前復興計画に基

づいた事前防災及び復興の事前準備を推進するこ

とといたしております。令和７年度は、沿岸部の

三瓶南地区で開催する事前復興まちづくりワーク

ショップを継続するための業務支援委託料として

668 万 2000 円を計上いたしております。財源と

しまして３分の１の補助として、国の社会資本整

備総合交付金を充当させていただいております。 

以上、議案第 40 号「令和７年度西予市一般会

計予算」危機管理課所管分についての御説明とさ

せていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

夜間津波避難行動の訓練とか、自主防災が行う

防災訓練とか、そういったときに保険は掛けてい

るのかということと、その保険料はどこが負担を

しているのかという点をお伺いいたします。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時８分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時８分） 

○宇都宮危機管理課長 

訓練に関しまして市の主催する訓練ですとか、

市のほうに事前に申請または報告があった事業に

つきましては、消防で入っております保険を適用

いたしております。各自でやられる分については、

各団体で保険に入ってやっていただくのがいいの

かと考えております。 

○井関委員 

防災行政無線・情報システム整備事業なんです

けども、野村の再送信子局７つ新しく更新される

ということですが、私のイメージではまだ更新し

てからあまりたっていないと思うんですけど、こ

れ耐用年数いうのが先ほど 10 年たったというこ

とをちょっと言われましたが、10 年ぐらいで変

えていかないけんものなんでしょうか。 

○宇都宮危機管理課長 

詳しく説明させていただいたらと思います。 

現在の防災行政無線システムにつきましては、

平成 25 年度からデジタル化の整備を進めるとい

うことで平成 27 年度から整備が完了した地区か

ら順次運用を開始しています。運用開始から

10 年経過しておりますけれど、市役所の親局、

大野山中継局、野村地区で使用しています無線装

置、これが旧装置になりまして、修繕が必要にな

った場合の部品保有期間が令和４年３月末で終了

しております。このことから、部品の減少ととも

に部品の調達が困難になり、修繕が出来ない状況

であるということをメーカーから連絡がありまし

た。このことから、野村地区の旧装置につきまし

て令和７年度に予算化させていただいて無線装置

の改修を予定しているところでございます。 

○まつもと委員 

同じく防災行政無線・情報システム整備事業の

新しいシステムなんですが、もうちょっと詳しく

説明してもらってもいいですか。どういうシステ

ムでどうよくなるのか教えてください。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 11 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 12 分） 

○宇都宮危機管理課長 

今回の防災行政無線の更新に伴いまして一斉情

報配信システム機能強化として一斉情報配信シス

テムの整備も考えております。これにつきまして

は、ただいま職員参集メールとして活用しており

ますメールシステム、スピーキャン・ライデンっ

ていうものがありまして、そのシステムを利用し

ているんですけれど、今度更新をするときに防災

行政無線、ＬＩＮＥ、フェイスブック、Ｘ、ホー

ムページとかみんなの防災アプリに一斉に配信で

きるシステムに更新しようと考えております。今

までは複数の職員が一つ一つ入力等を行っており

ましたが、これを整備することによって１人の作

業によって複数のシステム、１回入力すれば全て

のシステムに情報発信が可能となり、職員の負担

が軽減するとともに災害対応時などの限られた職

員体制においてもスムーズな情報発信が可能にな

ると考えております。 

○まつもと委員 

Ｊアラートも新型受信機の部品を買われるとい

う話だったんですけど、Ｊアラートなのに国とか
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県とか補助金ないんですか。 

○宇都宮危機管理課長 

Ｊアラートの更新につきましては、今までは国

のほうが広範囲なところで発信をしていたみたい

で、令和８年度から地域をもう少し具体化して発

信できるようなシステムを国のほうで構築される

そうです。それに伴いまして、今当市のほうで整

備しております機器の更新が必要になります。そ

れにつきましては、先ほど御説明しました緊防債

で対応するようにという指示がありますので、７

割の交付税措置で返ってくるような緊防債を活用

するように計画をしております。 

○まつもと委員 

ちょっと関連なんですけど、昨日、夜停電しま

して、それで市民の方から放送してほしいってい

うふうに言われたんですが、夜間だったので四電

からも、折り返しのときに夜間なので放送はとい

うふうにお答えいただいたんですが、何か決まり

があるんだったら教えてもらってもいいですか。 

○宇都宮危機管理課長 

大規模な停電につきまして、日中でありました

ら四国電力送配電から放送依頼があった場合につ

いては、当課で放送をするようにいたしておりま

す。その規模と緊急性にもよると思いますが、四

国送配電から放送依頼があった場合については、

日中は本庁危機管理課、夜間どうしてもというと

ころになれば消防にお願いして放送をしていただ

くようになっております。 

○まつもと委員 

希望はもう四国送配電が決めるっていうことな

んですか。 

○宇都宮危機管理課長 

基本的には四国送配電からの依頼によりうちが

放送するようになっております。 

○まつもと委員 

防災対策推進事業のトイレカーの維持管理年間

幾らか教えてください。 

○宇都宮危機管理課長 

維持管理いろいろ消耗品とか、保険とか、法定

点検とかありまして全てで約 10 万円を見込んで

ます。 

○まつもと委員 

防災対策啓発活動事業のアプリのシステム保守

料が 82 万円でちょっと高いなと個人的に思った

んですが、高価というか高くなる理由っていうの

はあるんでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 17 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 20 分） 

○宇都宮危機管理課長 

みんなの防災アプリシステムの保守点検料です

けれど、月額 5 万円の 12 カ月分で組まさせてい

ただいております。このアプリの機能につきまし

ては、逃げ遅れゼロアプリ、我が家の防災計画機

能ということでマイタイムラインが作成できる機

能、我が家の備蓄の管理ができる機能、防災情報

配信機能として市の防災システムの受信が出来た

りとか文字で見れたりするような機能が含まれて

おります。それを 5 万円の 12 カ月プラス消費税

で予算を計上しております。その上に令和６年６

月に正式にリリースさせていただいたんですけれ

ど、９カ月で 550 件ほどのダウンロード、目標は

2,800 件程度を目標としておりますけれど、それ

に周知もしますが、操作自体を周知して操作を皆

さんにお願いすることが必要だと思っております

ので、地域に入っていて地域の自主防災組織の研

修会等でうちの職員と業者の方も来ていただいて、

操作説明会を開催しております。それらも含めま

しての経費の委託料ということで考えております

ので、適当な金額になるのではないかというふう

に私どもは考えております。 

○井関委員 

トイレカーのことなんですが、トイレカーの今

後の利用の仕方でイベント等に貸出しができるの

かどうか、そういうことを考えておられるのかど

うかお聞きしたいと思います。 

○宇都宮危機管理課長 

トイレカーにつきましては、今月 27 日に納車

予定になっております。その日に消防署の落成式

がございますので、そこにみんなに見ていただき

たいので展示しようかなと考えておりますのと、

それが終わりましたら市役所の１階に展示をする

とか、支所に展示をしてみんなに防災意識を高め

てもらうとかっていうことを経まして、予定では

令和７年５月１日ぐらいから利用開始ができるよ

うに計画をいたしております。 

また、使用につきましては、市の職員が関わる
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といいますか市の主催行事等についての貸出しと

考えております。民間の方については、保険等の

ことがありますので、一応市が主催する行事等に

関わる事業についての貸出しと考えております。 

○井関委員 

市の主催するという意味合いがどこまでかとい

うとこなんですが、例えばれんげまつりとか、野

村朝霧湖マラソンとかこれらは含まれるんでしょ

うか。 

○宇都宮危機管理課長 

今委員が言われました事業等は貸出し可能だと

考えております。 

○二宮委員 

同じ質問ですけど、地域づくり組織のイベント

等についてはいかがでしょう。 

○宇都宮危機管理課長 

地域づくり等も地域づくり活動センターの職員

がおりますので、その分も可能であると考えてお

ります。 

○竹﨑委員長 

ほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち危機管理課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 25 分） 

 

 【税務課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 27 分） 

次に、税務課の審査を行います。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち税務課所管分についてを議題といたし

ます。 

谷川課長の説明を求めます。 

○谷川税務課長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち税務課所管分について御説明

させていただきます。 

まず、歳入について御説明させていただきます。

予算書の 13 ページから 14 ページとなります。 

1 款市税、1 項市民税、1 目個人につきまして

は、対前年度 2333 万 9000 円増の 12 億 450 万

8000 円を計上しております。増額の主な理由と

いたしましては、現年課税分において人口減少を

考慮するものの、最低賃金の上昇等、経済の緩や

かな持ち直し等の影響により増収の見込みを立て

ております。 

続いて、2 目法人につきましては、法人数は微

増しておりますが、収益や資本金の減少等による

影響をもとに過去の実績等も参考の上、対前年度

369 万 5000 円減の 1 億 4408 万 9000 円を計上し

ております。 

2 項固定資産税、1 目固定資産税につきまして

は、対前年度 8903 万 3000 円増の 15 億 5714 万

6000 円を計上しております。増額の主な理由と

しましては、令和６年度評価替えにおける家屋に

ついて、物価高の影響による再建築価格の上昇に

伴い評価額の減少額が生じたことによるものです。

また、法人２社について、企業誘致条例に基づく

減免が終了したことにより増収を見込んでいると

ころでございます。 

続いて、2 目国有資産等所在地市町村交付金及

び納付金につきましては、主に国土交通省の固定

資産に対する減価償却の影響により対前年度

28 万 3000 円減の 1246 万 9000 円を計上しており

ます。 

次に、3 項軽自動車税、1 目軽自動車税につき

ましては、対前年度 247 万 2000 円増の 1 億

6525 万 6000 円を計上しております。登録台数は

ほぼ横ばいとなっておりますが、税率の上がった

平成 27 年４月以降の登録車両に入れ替わってお

りその影響を見込んでおります。 

続いて 14 ページでございます。 

2 目環境性能割でございますが、直近の納付実

績を踏まえまして、対前年度 174 万円増の 853 万

2000 円を計上しております。 

次に、4 項市町村たばこ税、1 目市町村たばこ

税につきましては、直近の納付実績を踏まえまし

て、対前年度 696 万円減の 2 億 963 万 9000 円を

計上しております。 

次に、5 項鉱産税、1 目鉱産税につきましては、
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直近の納付実績を踏まえまして、前年と同額の

8,000 円を計上しております。 

以上、市税総予算額が 33 億 164 万 7000 円、前

年比 1 億 564 万 6000 円の増でございます。 

続きまして、予算書 24 ページをお開きくださ

い。 

13 款使用料及び手数料、2 項手数料、1 目総務

手数料、2 節徴税手数料でございますが、前年度

の実績を踏まえまして、対前年度 5,000 円増の

272 万 9000 円を計上しております。 

次に、予算書は 34 ページをお開きください。 

15 款県支出金、3 項委託金、1 目総務費委託金、

2 節徴税費委託金の県民税徴収事務費委託金につ

きましては、対前年度 58 万 6000 円増の 4789 万

2000 円を計上しております。増減の主な理由と

しましては、個人市民税とあわせて徴収している

県民税の取扱いに係る費用となりますが、市民税

同様緩やかな増収の影響を踏まえた見込額として

おります。 

次に、予算書は 39 ページをお開きください。 

20 款諸収入、1 項延滞金、加算金及び過料、

1 目延滞金でございますが、前年の実績をもとに

算出しまして、対前年度 34 万 7000 円減の 214 万

円を計上しております。 

次に、予算書は 41 ページをお開きください。 

20 款諸収入、5 項雑入、1 目滞納処分費でござ

いますが、滞納処分に係る経費としまして、対前

年度 27 万 8000 円増の 43 万 5000 円を計上してお

ります。以上が歳入の説明となります。 

続きまして、歳出の御説明をさせていただきま

す。予算書は 63 ページから 66 ページとなります。 

まず、2 款総務費、2 項徴税費、1 目税務総務

費として 1 億 4353 万 7000円を計上するものでご

ざいます。その内訳は、事業概要欄にございます

税務総務費庶務事業、会計年度任用職員給与費

（税務総務費庶務事業）及び職員給与費（税務総

務費）となっております。 

税務総務費庶務事業の 162 万 5000 円につきま

しては、税務課内全般の運営に係る消耗品、郵券

料、コピー使用料等の庶務経費や公用車の管理に

係る経費などを計上するものでございます。また、

会計年度任用職員給与費（税務総務費庶務事業）

562 万 9000 円につきましては、育児休暇を取得

している職員の代替職員に係る人件費及び確定申

告時の事務補助に係る人件費を計上するものでご

ざいます。なお、正規職員に係る職員給与費につ

きましては、総務課所管のため説明は省略させて

いただきます。 

次に、予算書 65 ページをお開きください。 

2 目賦課徴収費として、6555 万 4000 円を計上

するものでございます。その内訳は、事業概要欄

にございます管理収納事業、市税過誤納還付金運

営事業、債権整理事業、市民税賦課事業、軽自動

車税賦課事業及び固定資産税賦課事業となってお

ります。そのうち市民税賦課事業、軽自動車税賦

課事業、固定資産税賦課事業につきましては、市

県民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税の

賦課徴収に係るシステムデータの更新や各種負担

金のほか印刷製本や通信運搬費等の経費を計上す

るもので、前年度より 3173 万 5000 円増額の

4489 万 4000 円を計上しております。増額の主な

要因としましては、郵券料値上げによる影響のほ

か次期令和９年度評価替えを行いますが、評価替

えに係る鑑定委託料として 2957 万 2000 円を計上

しております。 

続いて、管理収納事業につきましては、前年比

70 万 8000 円増の 994 万 2000 円を計上しており

ます。こちらは納税相談、文書催告等を実施する

とともに納税意識の低い滞納者に対して預貯金、

給与、生命保険等の債権を中心に差押えなどの滞

納処分を行うため市税の収納管理に係る経費を計

上しており、また、市税の納付書に印刷されたＱ

Ｒコード等を利用し自宅のパソコンやスマートフ

ォンから電子納税ができる地方税共通納税システ

ムの運用が開始されたことから、地方税共同機構

に対する収納手数料負担金を計上しております。

そのほか徴収困難な長期滞納者や高額滞納者につ

きましては、愛媛地方税滞納整理機構へ移管し滞

納額の縮減にも努めているところでございます。

なお、増額の主な要因としましては、郵券料の値

上がりの影響であると考えております。 

続いて、市税過誤納還付金運営事業につきまし

ては、前年比 4 万 7000 円増の 1017 万 2000 円を

計上しております。こちらは、市民が市税を重複

納付された場合や確定申告等により税額更正があ

った場合のほか、法人の予定納税の税額更正等が

あった場合、還付処理に係る経費を計上するもの

でございます。 
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次に、債権整理事業につきましては、前年比

23 万 4000 円増の 54 万 6000 円を計上しておりま

す。こちらは債権整理室が債権所管課からの移管

債権を回収するための経費のほか滞納整理に関す

る職員研修等に関する経費を計上するものでござ

います。 

続きまして 66 ページをお開きください。 

3 目定額減税調整給付事業費として、406 万

2000 円を計上しております。こちらは令和６年

に実施しました定額減税し切れないと見込まれる

方への調整給付に不足がある方に不足額を給付す

る事業に係る経費を計上しております。なお、不

足給付額見込額につきましては、現在令和６年分

の申告期間中であり令和７年度課税資料が整うま

で試算が困難であるため、当初予算には事務的経

費及び事務補助として会計年度職員の雇用に係る

経費として 406 万 2000 円のみを計上させていた

だいており、不足額につきましては、試算が完了

次第補正予算で計上させていただく予定としてお

ります。 

以上、税務課所管分の説明とさせていただきま

す。よろしく御審議の上、御決定くださいますよ

うお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

谷川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○信宮副委員長 

市税個人の分なんですけれども、今年割と大幅

に増額されるということを見込まれてるようなん

ですけれども、定額減税の説明もありましたが、

昨年定額減税、所得税が３万円、住民税が１万円。

去年の税率によって今年の市民税が変わってくる

と思うんですけど影響はないんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 40 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 41 分） 

○谷川税務課長 

令和６年に実施されました定額減税は、住民税

に関しては確定した令和６年度の住民税額から１

万円を減額するという内容になっております。所

得税に関しましては、令和６年分の所得税に関し

て減税が行われるということになっておりますの

で、現在行われております６年分の確定申告で、

それぞれ申告された方は精算をしていくという形

になると考えております。確定した税額からの減

税ですので、所得自体に変更はございませんので、

６年分の確定による７年度の住民税の課税に対し

ては、影響はないというふうに考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち税務課所管分について、原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 43 分） 

 

 【財政課】 

○竹﨑委員長 

再開告げる。  （再開 午前 11 時 45 分） 

それでは、これより財政課の審査を行います。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち財政課所管分についてを議題といたし

ます。 

安岡課長の説明を求めます。 

○安岡財政課長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」につきまして、まずはその概要につ

いて御説明いたします。 

歳入歳出予算はそれぞれ 291 億 4000 万円で、

令和６年度と比較し 3 億 3000 万円、1.1％の減と

なっております。 

歳入の概要について款別に御説明いたします。

総務常任委員会資料１ページ、歳入款別説明資料

を御覧ください。 

1 款市税は、個人市民税及び企業誘致条例の減

免措置の状況を反映した固定資産税の増、10 款

地方交付税は、給与改定や施設管理費の物価高に

係る需要額増の影響による普通交付税の増額、

14 款国庫支出金では、災害復旧関連事業の事業
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費増による増額、15 款県支出金では、担い手育

成支援事業の事業費増に伴う農林水産業費県補助

金の減、18 款繰入金では、病院会計への現給保

障分の繰出金の財源を目的とする地域振興基金等

の増、21 款市債では、養護老人ホーム三楽園建

設事業、消防本部署庁舎建設事業等の完了に伴い

減額となっております。令和６年度をもって大型

建設事業が一区切りとなるとともに、合併後のま

ちづくりに活用してきました旧合併特例事業債の

適用が終了となります。今後の市債発行は、過疎

債に頼ることとなりますが、今まで以上に地方債

発行の枠を適切に管理して公債費の抑制を図りつ

つ、国県支出金、ふるさと納税等の積極的な財源

確保に努めまして、歳入を的確に見込んだ適正な

財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

続いて、歳出の概要について款別に御説明いた

します。配付資料の３ページ歳出款別説明資料を

御覧ください。 

まず、増額の大きい予算科目といたしまして、

2 款総務費では、二木生地区地域づくり活動セン

ター整備事業、ＣＡＴＶ整備事業等の増、4 款衛

生費では、病院事業会計繰出事業、廃棄物処理委

託事業等の増、11 款災害復旧費では、農業用施

設災害復旧事業（過年度）、道路橋梁河川災害復

旧事業（過年度）等の増。 

次に、減額の大きい予算科目といたしましては、

6 款農林水産業費では、担い手育成支援事業、長

早漁港海岸高潮対策事業等の減、7 款商工費では、

第三セクター等経営管理事業、産業創出事業費庶

務事業等の減、9 款消防費では、消防本部署庁舎

建設事業、八幡浜地区施設事務組合負担金事業、

常備消防施設整備事業等の減となっております。 

それでは、予算書に沿いまして財政課所管分の

主なものとして歳入予算から御説明いたします。 

配付資料の６ページ、歳入の科目別内訳表を御

覧ください。 

財政課の歳入予算科目 2 款地方譲与税から

11 款交通安全対策特別交付金までの予算額につ

きましては、国が公表、通知をしています令和７

年度の地方財政の見通し、予算編成上の留意事項

等について、また、令和７年度地方税及び地方譲

与税収入見込額等を基本としつつ、当市の過去の

収入実績により、調整を行い計上いたしておりま

す。 

続いて、主な予算科目について御説明いたしま

す。予算書は 14 ページとなります。 

2 款地方譲与税、1 項 1 目地方揮発油譲与税

5619 万 3000 円でありますが、対前年度 1.2％、

70 万 3000 円の減としております。 

予算書は 15 ページになります。 

2 項 1 目自動車重量譲与税 1 億 8265 万 4000 円

でありますが、対前年度 2.0％、365 万 2000 円の

増としております。 

3 款利子割交付金、1 項 1 目利子割交付金

643 万円でありますが、対前年度 324.1％、

491 万 4000 円の増としております。 

4 款配当割交付金、1 項 1 目配当割交付金

1835 万 5000 円でありますが、対前年度 18.1％、

405 万 7000 円の減としております。 

予算書は 16 ページになります。 

5 款株式等譲渡所得割交付金、1 項 1 目株式等

譲渡所得割交付金 1907 万 7000 円でありますが、

対前年度 29.2％、431 万 1000 円の増としており

ます。 

6 款法人事業税交付金、1 項 1 目法人事業税交

付金 7628 万 5000 円でありますが、同交付金は県

税である法人事業税の一部を市町に対して従業者

数で按分して交付するものでございます。対前年

度 4.1％、303 万円の増としておりますが、増額

の理由といたしましては試算の基礎としています

愛媛県の予算要求額が、前年度比で増額となった

ことによるものでございます。 

7 款地方消費税交付金、1 項 1 目地方消費税交

付金 9 億 1437 万 2000 円でありますが、愛媛県の

予算要求額を基本として、一般財源分と社会保障

財源分とに区分して試算をしております。消費税

10％のうち 2.2％が地方消費税となり、そのうち

一般財源分は 1.0％で国勢調査人口と経済センサ

ス基礎調査の従業者数により配分され、社会保障

財源分は 1.2％で国勢調査人口により配分される

こととなっております。対前年度 0.1％、117 万

6000 円の増としております。 

8 款環境性能割交付金、1 項 1 目環境性能割交

付金 3709 万 1000 円でありますが、対前年度

42.2％、1100 万 2000 円の増といたしております。 

続いて予算書 17 ページとなります。 

9 款地方特例交付金、1 項 1 目地方特例交付金

1800 万円でありますが、国の制度変更等により、
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地方負担増や減収が生じたときに交付されるもの

で、令和７年度は個人住民税の減収補填に係る予

算を加味し対前年度 11.3％、228 万 7000 円の減

としております。 

続いて、10 款地方交付税、1 項 1 目地方交付税

124 億円でございます。普通交付税につきまして

は、対前年度 1.4％、1 億 5000 万円増の 111 億円

を計上いたしております。増額の要因としまして

は、給与改定や施設管理費の増加による単位費用

の増が挙げられます。交付税に依存する当市の歳

入構造においては、今後も国の交付税制度の動向

に注意が必要となります。 

次に、特別交付税につきましては、令和７年度

特殊財政事情の経費が当初予算計上時点では適切

に試算出来ないため、当初予算では近年の実績を

踏まえ対前年度 4％、5000 万円増の 13 億円を計

上いたしてます。 

続きまして、11 款交通安全対策特別交付金、

1 項 1 目交通安全対策特別交付金 372 万 1000 円

でありますが、対前年度 0.8％、3 万 1000 円の減

といたしております。 

予算書は 19 ページとなります。 

13 款使用料及び手数料、1 項 1 目総務使用料、

1 節総務管理使用料 1028 万 2000 円でありますが、

財政課所管分として市有施設を太陽光発電設備事

業者に貸付けしております使用料 154 万 7000 円

と庁舎使用料 7,000 円を計上いたしてます。 

予算書は 29 ページになります。 

15 款県支出金、1 項 1 目総務費県負担金、1 節

総務管理費県負担金 216 万 8000 円のうち権限移

譲事務等市町交付金として財政課所管分 197 万

2000 円を計上いたしております。過去４年間の

伸び率の平均から対前年度 0.8％、1 万 6000 円の

減と見込んでおります。 

続いて、配付資料は６ページから７ページとな

ります。予算書は 35 ページとなります。 

16 款財産収入、1 項 1 目財産貸付収入、1 節土

地建物貸付収入 3116 万 5000 円でありますが、財

政課所管分における市有地貸付におきましては、

電柱等敷地料を除き賃貸借契約 120 件、貸付料

1501 万 4000 円、建物貸付におきましては、賃貸

借契約 20 件、貸付料 792 万円を計上いたしてお

ります。 

続いて、2 目利子及び配当金、1 節利子、

992 万 5000 円のうち財政課所管分としまして、

今後見込まれる各基金に係る定期預金及び普通預

金利子を計上いたしております。財政調整基金利

子が 255 万 9000 円、減債基金利子が 144 万

1000 円などとなっております。 

予算書は 36 ページになります。 

2 節配当金 3,000 円でありますが、株式会社ど

んぶり館、株式会社みずほフィナンシャルグルー

プ、四国電力株式会社の株式配当金を頭出しで計

上いたしております。 

続いて、2 項 1 目不動産売払収入 1600 万円で

ありますが、法定外公共物等の土地売払収入及び

分譲土地売払収入として計上いたしております。 

続いて、17 款寄附金、1 項 1 目一般寄附金であ

りますが、頭出しとして 2,000 円を計上いたして

おります。 

予算書は 37 ページになります。 

18 款 2 項 1 目財政調整基金繰入金 8 億 333 万

6000 円でありますが、一般会計の財源不足額を

収支補填として繰入れるもので対前年度 2324 万

4000 円の減といたしております。 

続いて、10 目減債基金繰入金４億円でありま

すが、借入金であります市債の返済償還金に充当

するもので対前年度同額としております。 

続いて、18 目地域振興基金繰入金 4 億 848 万

6000 円のうち財政課所管分 2 億 8908 万 6000 円

でありますが、主に病院事業会計の現給保障の財

源に充当するもので対前年度としては皆増となっ

ております。 

予算書は 38 ページとなります。 

34 目公共施設整備基金繰入金 5900 万円であり

ますが、各課事業である宇和光浄苑火葬炉設備修

繕工事、田之筋小学校受水槽設置工事、大野ケ原

堆肥舎屋根修繕工事負担金等に充当いたしており

ます。 

予算書は 39 ページとなります。 

19 款繰越金、1 項 1 目繰越金 3 億 130 万円のう

ち財政課所管分３億円でありますが、令和６年度

の繰越金見込額を前年度同額で基本計上いたして

おります。 

予算書は 41 ページになります。 

20 款諸収入、5 項 3 目市町振興協会収入、2 節

市町振興協会交付金 807 万 4000 円でありますが、

新市町村振興宝くじ及びインターネット専用全国
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自治宝くじの収益金のうち愛媛県から交付された

交付金及び交付金から生ずる受取利息を財源とし

て交付されるもので、過去３年間の実績数値の平

均から対前年度比 30.5％、188 万 6000 円の増と

いたしております。 

4 節市町振興協会基金交付金 898 万 1000 円で

ありますが、サマージャンボ宝くじ収益金におい

て同協会が愛媛県からの交付金を積み立てる基金

から本市へ交付されるもので、過去３年間の実績

数値の平均から前年度比 2.4％、21 万 2000 円の

増といたしております。 

続いて、配付資料８ページ、予算書は 41 ペー

ジになります。 

4 目雑入、2 節総務費雑入 5199 万 4000 円のう

ち財政課所管分は 1045 万 3000 円となります。内

訳としましては、貸付建物等に係る電気料 428 万

7000 円、水道料 16 万 7000 円、ＣＡＴＶサブセ

ンター電気等使用料 200 万円、災害保険給付金

1,000 円、自動車損害共済給付金 1,000 円、災害

共済負担金 37 万 5000 円その他となります。また、

屋内掲示物広告掲載料 13 万 2000 円を計上いたし

ております。 

予算書は 47 ページになります。 

21 款 1 項、廃目となりますが、臨時財政対策

債 0 円であります。国が公表しています令和７年

度地方財政計画の伸び率は、全て減額となってお

りまして、平成 13 年度の制度創設以来、初めて

新規発行額ゼロとなっております。 

続いて、歳出について御説明いたします。 

配付資料は９ページ、事務事業別の事業費財源

内訳表を御覧ください。予算書は 53 ページから

54 ページにかけてとなります。 

2 款総務費、1 項 3 目財政管理費 6721 万

9000 円のうち、まず、財政管理費庶務事業

459 万 1000 円でありますが、消耗品費、印刷製

本費、コピー使用料などの事務経費のほか、公会

計財務書類作成に係る経費を計上いたしておりま

す。 

次に、職員給与費（財政管理費） 6262 万

8000 円でありますが、財政課職員に係る給料、

手当、共済費等を計上いたしております。 

予算書は 55 ページから 57 ページにかけてとな

ります。 

5 目財産管理費 2 億 6698 万 5000 円のうち財政

課所管分といたしまして、庁舎維持管理事業

6828 万 9000 円でありますが、本庁及び各支所庁

舎の維持管理において、光熱水費や修繕料をはじ

め電気保安、昇降機空調機器など施設整備点検業

務委託経費などを計上し対前年度 2.3％、150 万

9000 円の増額となっております。増額の主な要

因としましては、施設修繕の増加が挙げられます。 

続いて、公用車維持管理事業 1865 万 2000 円で

ありますが、財政課及び各支所地域生活課が管理

します公用車の維持管理経費として燃料費、車検

経費、市有バス運行業務委託料などを計上し対前

年度 12.7％、236 万 5000 円の減額となっており

ます。減額の主な理由でありますが、市有バス運

行業務の回数について、近年の実績を反映させて

減額しているものでございます。 

続いて、市有財産維持管理事業 2461 万 4000 円

でありますが、土地や本庁舎及び各支所庁舎以外

の建物などの維持管理経費を計上し対前年度比

46.9％、2171 万 1000 円の減額となっております。

主な減額内容につきましては、太陽光地中熱シス

テム導入検討に伴う検証業務委託料を令和６年度

当初に組んでおりましたが、その経費については

令和７年度計上いたしておりません。 

続いて、配付資料は 10 ページになります。予

算書は引き続き 55 ページでございます。 

損害・災害共済事業（公用車・市有建物）

1743 万 7000 円でありますが、公用車の任意保険

事業及び市有建物等の損害保険事業に関するもの

で現加入状況から計上いたしております。 

続いて、消防施設維持管理事業 293 万 9000 円

でありますが、市有施設を対象に消防設備保守点

検、法定点検となりますが、それらによりまして

不備を指摘された箇所の修繕に要する経費を計上

するものでございます。対前年度 38.1％、81 万

1000 円の増額となっております。増額の主な理

由は、経年劣化による消防設備修繕が近年増加傾

向にあり見込額が増となったものでございます。 

続いて、公共施設等総合管理事業 32 万円であ

りますが、公共施設等の総合管理に係る経費を計

上し対前年度 22.0％、９万円の減額となってお

ります。 

続いて、契約管理事業 256 万 3000 円でありま

すが、入札契約に係る経費を計上いたしておりま

す。 
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続いて、住宅土地活用事業 1457 万 6000 円であ

りますが、土地開発公社から市に帰属した分譲住

宅地を活用し定期借地権を設定する土地を拡大し

て貸付けを行うとともに、住宅取得費の補助金の

ほか子育て応援金を支給する経費等を計上するも

のでございます。 

続きまして、会計年度任用職員給与費（庁舎維

持管理事業）2475 万 7000 円でありますが、本庁

及び支所庁舎の庁舎清掃等の業務に従事する会計

年度任用職員に要する経費を計上いたしておりま

す。対前年度比 10.8％、241 万 7000 円の増額と

いたしております。 

続いて、会計年度任用職員給与費（庁舎宿直・

夜直事業）2301 万 1000 円でありますが、本庁の

宿直業務及び支所庁舎の夜直業務に要する経費を

計上するものでございます。対前年度比 6.0％、

129 万 9000 円の増額となっております。 

続いて、配付資料は 11 ページ、予算書は引き

続き 55 ページになります。 

職員給与費（財産管理費）6982 万 7000 円であ

りますが、財政課職員、管財係、契約管理係に係

る給与、給料、手当、共済費等を計上いたしてお

ります。 

続いて、企業会計への繰出事業になります。令

和７年度から指定管理に移行される野村介護老人

保健施設事業、病院事業への繰出金でございます。

内容につきましては、それぞれの企業会計所管の

委員会で御審議いただいているところでございま

す。 

予算書 81 ページになります。 

3 款民生費、1 項 3 目老人福祉費、野村介護老

人保健施設事業会計繰出事業 9215 万円でありま

すが、企業債元利償還金、基礎年金拠出金、職員

人件費に要する経費などについて繰り出すもので

ございます。 

予算書は 109 ページになります。 

4 款衛生費、3 項 1 目病院費、11 億 3702 万

2000 円でありますが、従来の西予市民病院事業、

野村病院事業を統合した病院事業会計繰出事業と

いたしております。西予市民病院及び野村診療所

に対し指定管理料である政策的医療交付金、現給

保障分、事業会計を管理する一般事務職員に対す

る人件費、企業債元利償還金などについて繰り出

すものでございます。 

予算書は 194 ページから 195 ページにかけてと

なります。 

12 款 1 項 1 目元金、40 億 6206 万 2000 円のう

ち財政課所管分 40 億 5957 万 5000 円であります

が、令和７年度償還予定の元金分を計上いたして

おります。 

続いて、2 目利子、1 億 6266 万 1000 円のうち

財政課所管分 1 億 6236 万 5000 円でありますが、

令和７年度償還予定の利子分を計上いたしており

ます。 

公債費と関連します地方債現在高の状況であり

ますが、予算書最終ページ 211 ページをお開きく

ださい。 

表の左から地方債の区分ごとに令和５年度末現

在高、令和６年度末現在高見込額、令和７年度中

増減見込額、令和７年度末現在の見込額となって

おります。合計欄を御覧ください。令和５年度末

現在高は 383 億 9629 万 9000 円、令和６年度末現

在高見込額は 383 億 4495万 2000 円、令和７年度

末現在高見込額は 360 億 59 万円であります。令

和５年度予算編成から、市債を財源とする普通建

設事業の抑制及び平準化を行いまして市債の発行

抑制を徹底管理しておりますので、市債残高は今

後も減少していく見込みでございます。なお、旧

合併特例事業債は、一般単独事業債の中に含まれ

ておりますけれども、令和６年度で適用期間が終

了いたします。今後の市のインフラ公共施設の建

設事業は、普通交付税措置が有利な過疎対策事業

債の活用が中心となりますが、近年、同事業債の

配分は３割程度削減されるなど厳しい状況となっ

ております。 

続いて、配付資料は 11 ページから 12 ページに

かけてとなります。予算書は 195 ページから

196 ページにかけてとなります。 

13 款諸支出金、2 項 1 目基金費 8 億 7525 万

4000 円のうち財政課所管の財政調整基金をはじ

め合計６基金の預金利子分を積み立てるものでご

ざいます。 

最後になりますが、14 款予備費は緊急時の支

出を勘案して 3500 万円を計上いたしております。 

以上説明といたします。よろしく御審議の上、

御決定くださいますようお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

安岡課長の説明は終わりました。 
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これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

先ほど総務課のところに聞いて、議案書でよく

出てくる専決処分の事故等の賠償費用であったり

とか、そういうのが何か総合賠償保険を使うとい

うようなことを聞いたんですけども、今の課長の

説明の中にも任意保険 529 万 5000 円とか、そう

いうのが入っとるんですが、そういう事故の場合

はどっちをどういうふうに使うのかというのがも

し分かれば。どの部分を使って補償をするのか。

１回は損害保険会社からもらってそれを出してい

るという、その仕組みなのかなというのがちょっ

とよく分からんのですけど、分かれば教えていた

だきたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 19 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 20 分） 

○安岡財政課長 

財政課所管分の損害・災害共済事業につきまし

ては、公用車と市有建物の保険に加入しておりま

す。実際に事故があった、施設が破損したという

場合には、市から業者へ修繕等を依頼しまして、

それに関する費用について保険料については、保

険会社と修理業者との間で支払いの手続が行われ

るようになってまして、市の会計には保険金とし

て入ってくることはございません。 

○まつもと委員 

庁舎維持管理事業の増額分は修繕費ということ

で本庁に修繕料が入ってるのかなと思うんですが、

何を直すか教えてもらっていいですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 22 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 22 分） 

○安岡財政課長 

大きな修繕につきましては、６階の議場の空調

施設の修繕を予定してまして金額が 374 万円程度

になっております。その他は早急の修繕に対応す

るために、計上している修繕見込みのために計上

している予算となっております。 

○まつもと委員 

市有建物貸付料の建物 20 件ということなんで

すが、20 件教えてもらうことが出来たらお願い

します。20 件の建物と家賃が分かれば教えてく

ださい。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 24 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 24 分） 

○安岡財政課長 

件数も多いですので、後ほど資料として提出さ

せていただいたらと思います。 

○井関委員 

総務使用料の中で太陽光発電施設の使用料とい

うことで 154 万 7000 円入ってきておるわけなん

ですが、いろいろな公共施設の中に太陽光を設置

されてその収入だと思うんですけども、これいつ

ぐらいまで入るのかということと、この太陽光設

備が使用終わった後の対応っていうのはちゃんと

出来ているのかということをお聞きしたいんです

が。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 25 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 26 分） 

○安岡財政課長 

それぞれの施設の契約内容を確認させていただ

いて、資料を提供させていただきます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち財政課所管分につい

て原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 27 分） 

 

 【政策企画部】 

 【まちづくり推進課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 16 分） 
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それでは、これより政策企画部の審査に移りま

す。審査に先立ちまして、大野本政策企画部長よ

り御挨拶をいただきます。 

○大野本政策企画部長 

大野本政策企画部長が挨拶を行う。 

○竹﨑委員長 

それでは、これよりまちづくり推進課の審査を

行います。 

議案第 14 号「西予市営プール条例の一部を改

正する条例制定について」を議題といたします。 

安田課長の説明を求めます。 

○安田まちづくり推進課長 

それでは、議案第 14 号「西予市営プール条例

の一部を改正する条例制定について」御説明申し

上げます。 

今回の条例改正は、西予市宝泉坊プールの廃止

に伴い西予市営プール条例の一部の改正を行うも

のであります。西予市宝泉坊プールは、昭和

63 年から地域住民やロッジ利用者の健康増進及

びスポーツ活動の場として広く利用されてきまし

たが、施設の老朽化と利用者数の減少により令和

６年度は利用を休止させていただいたところでご

ざいます。 

今回の条例改正は、建設から 36 年を経過し、

老朽化が顕著であり安全性が危惧されること、ま

た、管理運営費用に見合った利用が見込めないこ

と等を考慮して西予市公共施設等総合管理計画に

基づく検討の結果、同プールの廃止を行うもので

あります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

安田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

老朽化ということで個別の施設計画を見せても

らったんですが、野村と城川２つプールを直営で

されていて、老朽化という点では野村のプールの

ほうが耐震性も△で年数も、これは令和４年の資

料なんでそのときで 52 年。城川のほうが耐震化

○になっていて、経費も城川のほうが低くて、利

用者は城川も低いんですが、どちらかにするとい

うんであれば城川の宝泉坊のプールのほうが、耐

震化とも経費とも良いのではないかと思うんです

が、その点はどうなんでしょうか。 

○安田まちづくり推進課長 

委員御指摘のとおり、野村と宝泉坊プール２カ

所のプールがありました。実は宝泉坊プールは、

もう既に撤去させていただいたんですけど、ウォ

ータースライダーがあったんですけど、あれがボ

ロボロになっておりまして、もうすぐに撤去しな

いと危険だよという状況になっておりましたので、

先に宝泉坊プールのほうを、昨年度の城川町の広

報会等でも区長さん含めた中で説明させていただ

いて、先に撤去するので休止しますということで

準備を進めさせていただいたところであります。 

○まつもと委員 

すいません。知りませんでした。ありがとうご

ざいました。スライダーを撤去したらプールは使

えないっていう、そのリンクしてるっていうこと

なんでしょうか。 

○安田まちづくり推進課長 

スライダーからそのままプールに落ちるように

なりますので、配管なんかもつながっており、上

から水も流しますので一体になっていると考えて

いただいたらと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 24 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 26 分） 

○井関委員 

プールの使用料のことなんですけども、別表が

載っとるんですが、備考の欄に１回当たり２時間

までとするというふうに書いてありますが、この

２時間というのがいつ入ったのかなという気がす

るんですが、宇和にあるプールにしても、野村に

あるプールにしても、２時間で切上げないけんっ

ていうルールはなかったような気がしてるんです

が、これいつからなったんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 27 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 30 分） 

○安田まちづくり推進課長 

利用時間の２時間につきましては、合併当初か

ら２時間というところで定めておりました。 

○竹﨑委員長 
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そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 14 号「西予市営プ

ール条例の一部を改正する条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続けて、議案第 29 号「公の施設の区域外設置

に関する協議について」を議題といたします。 

安田課長の説明を求めます。 

○安田まちづくり推進課長 

議案第 29 号「公の施設の区域外設置に関する

協議について」提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の協議に関しては、令和７年４月から大洲

市が運行する大洲市自家用有償旅客運送路線に西

予市の区域が含まれていることから、地方自治法

第 244 条の３第１項の規定に基づく本市と大洲市

との協議を行うことについて、同条第３項の規定

により議会の議決を求めるものでございます。 

これまで大洲市では、肱川の道の駅と西予大成

を結ぶ路線を無償で運行しておりましたが、４月

１日から本格運行となる予定です。本市が運行す

る惣川地区生活交通バスも大洲市肱川町中津地区

の小倉、中津停留所を通っており、惣川地区や中

津地区の住民が大洲方面へ出かける際には、大成

停留所で接続することで乗換えて利用されていま

す。なお、大洲市自家用有償旅客運送車両の運行

に要する経費並びに大成停留所の施設整備及び維

持管理に要する経費は、大洲市が負担することと

なっております。また、利用につきましては、本

市及び大洲市をはじめ当該地域を訪れる方々の移

動手段として利用できるものとなりますので、沿

線住民の生活交通としての役割を果たすとともに

地域コミュニティーの交流が図れるものと考えて

おります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

安田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○井関委員 

直接関係ないかもしれませんが、大成停留所の

ところに今うどん店が出来ていると思うんですけ

ども、このうどん店はこの内容とは全く関係ない

と考えてよろしいですか。 

○安田まちづくり推進課長 

関係ございません。 

○まつもと委員 

大洲市の新しい運行は時刻表があるようなタイ

プではないようなスタイルなんですかね。 

○安田まちづくり推進課長 

こちらが聞いておりますのは、大洲市自家用有

償旅客運送車両ですのでデマンドタクシー、西予

市でいうデマンドタクシーとなりますので、ある

程度の曜日と時間は決められております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 29 号「公の施設の

区域外設置に関する協議について」原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 36 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 38 分） 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうちまちづくり推進課所管分についてを議

題といたします。 

安田課長の説明を求めます。 

○安田まちづくり推進課長 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうちまちづくり推進課所管分の主な事務事

業と予算、また、その概要を御説明させていただ

きますが、非常に多くの事業を所管しております

ので一部事業については説明を省略させていただ

きます。 

西予市一般会計予算書に基づき歳入歳出予算書

につきまして、歳出予算から御説明します。予算
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書 61 ページを御覧ください。 

2 款総務費、1 項総務管理費、21 目地域づくり

活動センター費を 4 億 5874 万 2000 円計上するも

のです。地域づくり活動センター庶務事業

2430 万 4000 円ですが、地域づくり活動センター

運営委員会委員報酬 326 万 4000 円ほか、西予市

地域づくり活動センター推進計画審議会委員報酬

43 万 4000 円、修繕料 462 万 6000 円、各センタ

ーの特殊建築物定期調査委託料 1301 万 5000 円、

各センターに設置しておりますＡＥＤリース料

91 万 7000 円など、地域づくり活動センター全般

にかかる庶務経費を計上するものです。 

次に、各地域づくり活動センター管理運営事業

ですが、各センターの維持管理に必要な経費を計

上しており 27 センターの合計は 5398 万 8000 円

となります。施設の規模により、維持管理費に違

いがありますが、主に消耗品、燃料費、光熱費、

消防設備保守点検手数料などを計上するものです。 

次に、会計年度任用職員給与費（地域づくり活

動センター費庶務事業）1 億 1371 万円ですが、

27 全てのセンターにそれぞれセンター長及び事

務職員を配置し人件費を計上するものです。 

予算書の 72 ページを御覧ください。 

2 款総務費、8 項地域振興費、1 目地域振興費

を 8 億 8419 万 9000 円計上するものです。その内

訳は、事業概要欄に記載しております通り 11 事

業と職員給与費でございます。 

それでは、事務事業欄の主要な事業について御

説明いたします。まず、移住交流促進事業

2342 万 8000 円でございますが、移住フェアへの

参加や移住マッチング事業の実施など西予市移住

定住交流センターへ移住交流促進業務を委託する

費用 860 万円や同じく西予市移住定住交流センタ

ーの運営補助金 1145 万円のほか、愛媛県が南予

９市町と連携し子育て世帯をターゲットとした移

住促進事業を行う南予子育て移住促進協議会負担

金 75 万円などを計上するものです。なお、経費

財源の一部にえひめ人口減少対策総合交付金

218 万 6000 円など合計で 329 万 9000 円を充当し

ております。 

次に、地域おこし協力隊事業 1 億 4246 万

8000 円でございますが、現役の個人事業主型の

協力隊員 19 名のほか、新たに８名の隊員を受け

入れるための費用弁償 8355 万 4000 円と隊員の活

動支援業務委託料等 5461 万 4000 円、せいよ地域

おこし協力隊起業支援補助金 400 万円等を計上す

るものです。 

次に、姉妹市町交流事業 139 万 6000 円でござ

いますが、姉妹市町である北海道黒松内町と両住

民の相互理解や友好の絆を深めることを目的に行

っております交流事業であります。令和７年度に

おきましては、黒松内町からは小学生と中学生の

訪問団を受入れ、西予市からは市民訪問団が黒松

内町を訪問する予定となっており、それらに必要

な経費を計上いたしております。 

次に、地域づくり活動センター推進事業 1 億

9512 万 3000 円ですが、地域づくり組織に対して

交付する基礎型交付金に 7000 万円、手上げ型交

付金に 3000 万円、地域任用職員分経費として

9000 万円、地域版ふるさと納税による地域への

配分見込額 90 万円を主に計上したほか、地域づ

くりアドバイザー派遣や地域づくり交付金円卓会

議に関する報奨金、地域づくり組織等を対象とし

た研修会に関する講師謝金など 199 万 4000 円、

地域づくり組織の活動を側面から支援する地域担

当職員の時間外勤務手当 189 万円などを計上いた

しました。なお、財源に過疎対策事業債 7000 万

円、地域振興基金からの繰入金として 1 億

1940 万円、ふるさと応援基金繰入金 150 万円を

地域づくり交付金に充当し、そのほか地域振興基

金利子 156 万 5000 円を推進事業の一部財源とし

て充当しております。 

次に、二木生地区地域づくり活動センター整備

事業 3 億 8095 万 8000 円ですが、旧二木生保育園

を解体した跡地に木造平屋建てによる新築整備を

計画しております。令和７年度においては、主な

事業費として工事関係委託料 1068 万 3000 円、工

事請負費 3 億 6676 万 2000円を計上しております。

なお、経費財源に国庫支出金 2 億 2384 万 5000 円、

過疎対策事業債 1 億 5310 万円を充当しておりま

す。 

次に、集会施設移行推進事業 4846 万 1000 円で

ございますが、令和５年度から地区公民館を地域

づくり活動センターへ移行したことに伴い公民館

分館等を各地区の集会施設へ移行を推進するため

の支援措置として、分館移行に関する整備計画書

に基づき維持管理経費に要する補助金 464 万

9000 円、そのほか整備計画に基づく施設整備、
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新築解体事業に要する補助金、令和６年度に施設

整備を行われる区に対する施設整備事業費補助金

4332 万 6000 円などを計上するものです。 

次に、田之浜地区地域づくり活動センター整備

事業については、現在、海岸部に位置する田之浜

地域づくり活動センターを旧田之浜小学校の解体

跡地へ移転し、新築整備する計画がございます。

令和７年度においては、旧田之浜小学校の解体前

にアスベストの含有等について調査する経費とし

てアスベスト調査委託料 132 万円を計上しており

ます。 

次に、移住者住宅等補助事業 1550 万円でござ

いますが、令和７年度の主な事業費といたしまし

ては、城川町土居地区にて整備を進めております

移住定住空家活用住宅改修工事費 800 万円のほか、

移住者住宅改修支援事業補助金 520 万円、民間や

地域団体が実施するゲストハウスの整備などを支

援する移住交流促進支援補助金として 200 万円等

を計上するものであります。なお、経費財源の一

部に空き家対策総合支援事業国庫補助金 400 万円、

移住者住宅改修支援事業費県補助金 260 万円など

合計で 754 万 8000 円を充当しております。 

続きまして、予算書の 75 ページを御覧くださ

い。 

2 款総務費、8 項地域振興費、3 目生活交通バ

ス対策事業費を 1 億 8870 万 7000 円計上するもの

です。その内訳は、事業概要欄に記載しておりま

すとおり８事業でございますので、主要なものの

み御説明いたします。 

地域公共交通確保維持改善事業 1 億 2111 万

3000 円でございますが、宇和島自動車が運行す

る 17 路線を維持するために生活交通バス路線維

持・確保対策事業費補助金 1 億 1912 万 9000 円と

市内の公共交通の運行について協議する地域公共

交通活性化協議会の開催に必要な経費 47 万

5000 円、利便向上のための停留所屋根新設や廃

止代替バスの看板設置に係る工事請負費 150 万

9000 円を計上いたしております。 

デマンド乗合タクシー運行事業など各地域を運

行する７事業でございますが、市内の公共交通空

白地域において、通院や買物等の移動手段として、

市民の生活交通手段確保のためデマンド乗合タク

シー、生活交通バス廃止代替バスなどを運行する

経費であります。なお、経費財源の一部に、生活

交通バス路線維持・確保対策事業費県補助金

194 万 9000 円、生活交通バス使用料 146 万

2000 円、諸収入 393 万 4000 円を充当しておりま

す。それぞれの運行事業に、地区名が入っており

ますので、事業の説明は省略させていただきます。 

続いて、76 ページを御覧ください。 

2 款総務費、8 項地域振興費、9 目野村ダム周

辺地域振興事業費を 1069 万 1000 円計上するもの

です。野村ダム関係交付金活用事業でございます

が、水源の森保全管理事業、農商工連携ひともの

交流支援事業、野村高校を含めた教育活性化のた

めの野村地域教育活性化連絡協議会支援事業、肱

川周辺公園管理事業、総合型スポーツクラブ運営

支援事業、肱川河川沿い公園管理事業などを支援

する予定であります。 

2 款総務費、9 項企画費、1 目企画管理費のう

ち卯之町はちのじまちづくり推進事業費を 1 億

2239 万 4000 円計上するものです。卯之町はちの

じまちづくり基本構想に基づきＪＲ卯之町駅前複

合施設ゆるりあんを起点に卯之町商店街及び重伝

建地区と連携を図りながら、人の交流等を通して

官民連携によるエリアマネジメントを行い、地域

経済の活性化を行ってまいります。令和４年度で

整備事業が全て終了いたしましたので、現在は施

設等の維持管理業務とイベントの運営業務等を行

っております。主な予算は、官民連携施設整備等

委託料 1 億 2181 万 4000 円、卯之町はちのじまち

づくり整備事業モニタリング支援業務委託料

27 万 5000 円などであります。なお、経費財源に

は過疎対策事業債 5130 万円、市有建物貸付料

317 万 8000 円を充当しております。 

次に、予算書の 176 ページから 177 ページにな

ります。 

10 款教育費、5 項社会教育費、8 目生涯学習推

進費 1254 万 7000 円でございます。その内訳は、

事業概要欄に記載しておりますとおり 30 事業の

経費を計上しております。それでは、事業概要欄

の主要な事業について御説明いたします。 

生涯学習推進事業 355 万 1000 円ですが、全市

民対象あるいは各町単位で実施する生涯学習事業

のほか、事業全体としての生涯学習推進に係る庶

務的経費を計上しております。 

次に、結婚推進委員会補助事業 121 万 8000 円

でございますが、結婚推進委員会は、西予市にお
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ける結婚問題を解決するために平成 17 年度に設

立され結婚相談活動、情報交換会活動、婚活イベ

ントの開催等の推進事業を行い結婚の成立を図る

ことを目的として活動されています。その活動を

支援するための補助金を交付するものです。なお、

経費財源に県補助金 10 万円を充当しております。 

次に、予算書の 178 ページを御覧ください。 

10 款教育費、6 項文化振興費、1 目文化振興総

務費 3780 万 4000 円でございます。その内訳は、

事業概要欄に記載しておりますとおり５事業の経

費と職員経費を計上しております。それでは、事

業概要欄の主要な事業について御説明いたします。 

まず、文化振興総務費庶務事業 496 万 6000 円

でございますが、主なものといたしまして、ＮＨ

Ｋのど自慢開催に伴う会場借上料 73 万 8000 円の

ほか、事業全体として文化振興に係る庶務的経費

を計上しております。 

次に、文化振興補助事業 350 万 9000 円でござ

いますが、主なものといたしましては、西予市文

化協会、ふるさと芸能祭、俳句大会、文化祭など、

文化協会補助金 337 万 3000 円のほか、事業全体

として文化振興に係る庶務的経費を計上しており

ます。 

次に、予算書の 181 ページを御覧ください。 

10 款教育費、6 項文化振興費、3 目文化施設運

営管理費 2 億 737 万 5000 円のうちまちづくり推

進課所管分は、職員給与費を除いた５事業 1 億

4783 万円でございます。 

それでは、事業概要欄の主要な事業について御

説明いたします。宇和文化会館管理運営事業 1 億

2395 万 5000 円でございますが、宇和文化会館運

営の指定管理委託料 3543 万 4000 円、予算書９ペ

ージにありますように、令和７、８年度の継続費

で行います舞台照明設備改修工事 1 億 3999 万円

のうち令和７年度分 8852 万 1000 円でございます。

そのほか、まちづくり推進課分につきましては、

俵津文楽会館管理運営事業、三瓶文化会館管理運

営事業、朝立会館管理運営事業それぞれ文化施設

の維持や管理に関する経費を計上しております。 

次に、予算書の 186 ページを御覧ください。 

10 款教育費、7 項保健体育費、1 目保健体育総

務費 1007 万 8000 円でございます。 

それでは事業概要欄の主要な事業について御説

明いたします。保健体育総務費庶務事業 193 万

1000 円でございますが、市民体育祭などの委託

料 46 万 9000 円、県スポーツ振興会等負担金

11 万 1000 円、シクロクロス実行委員会負担金

75 万円のほか、事業全体として、保健体育振興

に係る庶務的経費を計上しております。 

次に、全国大会出場選手支援事業 117 万円です

が、個人または団体競技において予選会を経て全

国大会、国際大会出場する選手に対して報償金、

または懸垂幕及び横断幕の掲出を交付しスポーツ

選手の支援を行っています。 

次に、スポーツ振興補助事業 436 万 1000 円で

すが、西予市のスポーツ活性化に向け活動を行っ

ております西予市スポーツ協会への補助金 436 万

1000 円を計上しております。 

次に、予算書の 187 ページを御覧ください。 

10 款教育費、7 項保健体育費、2 目体育施設費

1 億 3335 万 2000 円、12 事業５件の職員給与費で

ございます。 

それでは、事業概要欄の事業ごとに御説明いた

します。体育施設維持管理事業 4937 万 8000 円で

すが、体育施設の維持管理に係る庶務的経費を計

上しているほか、工事請負費 3285 万 2000 円のう

ち三瓶中学校グラウンド夜間照明改修工事

3152 万 1000 円、中筋地区体育館仮設トイレ設置

工事 133 万 1000 円を計上しております。 

次に、宇和運動公園管理運営事業 2391 万

3000 円ですが、委託料で長寿命化計画作成委託

業務 620 万 4000 円のほか、宇和運動公園の管理

に必要な経費を計上しております。 

そのほか以下の 10 事業合計 2770 万 4000 円に

ついては、それぞれ各施設の維持管理に必要な経

費を計上しており、経費財源には、財産収入、各

施設使用料、諸収入を充当しております。 

次に、歳入予算について御説明をさせていただ

きます。なお歳出において充当の説明の中で、重

複する部分もありますので簡潔に説明させていた

だきます。また、まちづくり推進課所管事業のみ

抜粋した資料もあわせて御覧ください。 

予算書の 19 ページを御覧ください。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、1 目総務

使用料 1174 万 4000 円のうちまちづくり推進課所

管分は、1 節総務管理使用料 1028 万 2000 円のう

ち各地域づくり活動センターの使用料合計で

119 万 2000 円、3 節地域振興使用料におきまして
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は合計 146 万 2000 円を計上しております。 

予算書の 21 ページを御覧ください。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、7 目教育

使用料 778 万円のうちまちづくり推進課所管分は、

4 節保健体育使用料 479 万 3000 円、予算書の

23 ページの 5 節文化振興使用料のうち三瓶文化

会館使用料 80 万円、朝立会館使用料３万円でご

ざいます。 

予算書の 30 ページを御覧ください。 

15 款県支出金、2 項県補助金、1 目総務費県補

助金 4581 万 9000 円のうちまちづくり推進課所管

分は 544 万 9000 円になります。内訳としまして

は、2 節地域振興費県補助金のうち説明欄にござ

います生活交通バス路線維持・確保対策事業費県

補助金、移住支援事業費県補助金、移住者住宅改

修支援事業における県補助金でございます。 

予算書 35 ページを御覧ください。 

16 款財産収入、1 項財産運用収入、1 目財産貸

付収入、予算額 6417 万円のうち当課所管分は、

市有地貸付料 52 万 1000 円、市有建物貸付料

317 万 8000 円になります。 

次に、36 ページをお開きください。 

16 款財産収入、2 項財産売払収入、2 目物品売

払収入、1 節物品売払収入 53 万 8 千円のうちま

ちづくり推進課所管分は 5000 円でございます。 

続きまして、予算書の 41 ページを御覧くださ

い。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、2 節総務費

雑入 5199 万 4000 円のうち当課に該当いたします

主なものは、説明欄にございますコピー使用料、

印刷機使用料、電話使用料、電気代など、各地域

づくり活動センターの諸収入が合計 846 万

5000 円の計上となっております。また、地域公

共交通確保維持改善事業費補助金 393 万 4000 円、

自治総合センター助成金 170 万円、地域活性化セ

ンター助成金 150 万円をそれぞれ諸収入で受け入

れるものです。 

次に、44 ページから 45 ページをお開きくださ

い。 

10 節教育費雑入 946 万 6000 円のうち当課所管

分は、体育施設等の印刷料、電気代、水道代等で

91 万 3000 円を計上しそれぞれの事業に充当いた

しております。 

予算書の 45 ページを御覧ください。 

21 款市債、1 項市債、1 目総務債につきまして

は、当課所管分は、地域振興債、企画債となりま

すが、歳出で説明させていただきました各事業に

充当いたします市債でありますので、説明を省略

させていただきます。また、47 ページの文化振

興債につきましても、歳出のほうで説明をさせて

いただきました事業でありますので、説明を省略

させていただきます。 

以上、まちづくり推進課所管分令和７年度一般

会計予算の説明とさせていただきます。よろしく

御審議の上、御決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○竹﨑委員長 

安田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山本委員 

61 ページの地域づくり活動センターのところ、

今、市内にＡＥＤの設置数はどれぐらいあるんで

すかね。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後２時７分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。   （再開 午後２時８分） 

○安田まちづくり推進課長 

地域づくり活動センターについては、26 カ所

についております。 

○井関委員 

生活交通バス対策事業費なんですけども、補正

予算のときにも少しお聞きしたんですが、野村の

中で民間に委託した事業が起こることによって宇

和島バスに支払う金額はある程度減りますよとい

うことであったんですが、本年度予算を見てみま

すと、去年の補正後の額で 1 億 8400 万円ぐらい

だったと思うんですが今年が 1 億 8800 万円とい

うことになって 400 万円近く増えてるんですけど、

民間に委託することによって逆に経費が上がって

くることがあるということですか。 

○安田まちづくり推進課長 

補助金は、年度と言ってもバスの年度が 10 月

１日から翌年の９月末までの実績に対する補助金

になります。民間に委託するのが、今年度の

10 月からになりますので、まだ補助金には反映

されないということになりますので、令和８年度
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分の予算からは、減額できるんじゃないかと考え

ております。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 10 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 11 分） 

○まつもと委員 

二木生地区の地域づくり活動センター整備事業

で、木造平屋建て 3 億 6000 万円の工事費という

ことだったんですが、海抜が５.６メーターぐら

いかなと思うんですが、浸水予想は５から７メー

トルとなっていて二階建てのほうがいいかなとか

そういう話あったんでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 12 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 12 分） 

○安田まちづくり推進課長 

二木生センター予定地につきましては、浸水想

定区域から外れておりますので、平屋建てとさせ

ていただいております。 

○まつもと委員 

ありがとうございました。すいません認識不足

で、工事費 3 億 6000 万円高いなというイメージ

があったんですが、これはもう資材高騰とかそう

いうことなんでしょうか。 

○安田まちづくり推進課長 

人件費も含めて資材高騰等で今の予算となって

おります。 

○二宮委員 

卯之町はちのじまちづくり推進事業の 1 億

2239 万 4000 円の中に、ゆるりあんの賑わいはい

いんですけれども、商店街とか、重伝建エリアに

何か新たな事業とか、そういうものが入ってるの

かどうかちょっと教えてください。 

○安田まちづくり推進課長 

ソフト事業が始まってから、重伝建と商店街を

含めたハロウィンイベントなど、新たなイベント

などを企画していただいております。これからも、

事業者のほうにお願いして、このはちのじエリア

のにぎわいづくりに寄与していただけるようにお

願いをしたいと考えております。 

○二宮委員 

その企画はどこなんですか。 

○安田まちづくり推進課長 

企画のほうは契約しております西予まちづくり

サービスが行います。 

○二宮委員 

去年も言うたと思うんですけれども、はちのじ

まちづくりの人の流れを重伝建までもっていくと

いう中で、ソフト事業といったらイメージ的には

単発、そのときだけの何かお祭りイベントみたい

なのしかちょっと思い浮かばないですけども、そ

うじゃなくて本当に人が流れが来るとか、移住と

か、新しい起業するとか、そういうふうな１番最

初の発想ですよね。はちのじまちづくりの。それ

に沿ったような事業というのが、それはもうなく

なったと理解せないかんのかどうでしょうかね。 

○安田まちづくり推進課長 

委員おっしゃったように、移住であるとか空き

家あたりも、最初の事業者の説明であったんです

けど、今も西予まちづくりサービスの中に、協力

会社でそういったことをやってくださってる方が

入っておりますので、そういった方にお願いしま

して、引き続き最初の目的はこうだったのでとい

うところで、企画を進めていただけるようにこち

らからもお願いをしたいと考えております。 

○二宮委員 

はちのじまちづくりの第１回委員会のときの参

加メンバーなので、何かどうしてもイメージが残

っておりまして、そのときは、図書館のとこまで、

あそこまでのエリアということでスタートして、

楽しみながら皆さんといろいろワークショップを

した記憶あるんですけども、だんだんとしぼんで

しまって、これで終わりかというのが私の今の感

想ですけども。地元の今ゆるりあん経営してくれ

てる、経営というか中に入ってイベントとかやっ

ていただいてる、もう地元の人が商店街を何とか

しようというのが見えとるんですけども、それ以

外のものが何か、もういまいち、今言われたまち

づくりサービスにお任せするだけでいいのかとい

うところもちょっと考えて、もう少し西予市も関

わって案を出していただけたらなと思いますんで、

ぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

○まつもと委員 

今の二宮委員の関連なんですが、この計画始め

るときに市民説明会とかでも、ソフト事業の内容

とかプランとかそれにかかる予算とかいうのが出
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されてなくて全然、それで目指す形になるのかっ

ていうことをお聞きしたことがあって、今ですね

最初に想定していたソフト事業の進捗とかをどう

評価するのかなとそういう評価軸みたいなのはあ

るんですか。 

○安田まちづくり推進課長 

年に１度なんですけど、評価委員会を開催して

おります。そこには、議員からも２人入っていた

だいて評価をしていただいてるとこです。そこで、

具体的に、こういう数字を出したらオーケーだよ

という目標を出して評価してるわけではなくて、

今、いろんなイベントとか、事業をやってこうい

ったものがやっているという報告と、当初言われ

ていた計画と照らし合わせながら評価をしている

という状況です。 

○安田まちづくり推進課長 

すいません。先ほど評価委員２人と申しました

が、３人でございます。訂正させていただきます。 

○まつもと委員 

数字で評価出したりするのは難しいことは重々

承知してるんですが、この事業自体が折り返しで、

あと半分でどれぐらいのまちづくりを目指すのか

っていうところを、今半分なので最初とは変わっ

ているかもしれませんけど、その目標値を出して、

それで達成度をどう上げていくか、どうお金を使

っていくようにオーダーするかみたいなことも必

要なんじゃないかなと思って言わしていただいた

ので、ぜひその評価委員会とか、市が元々監視し

てきちんと提言するっていう話だったと思うので、

その辺りもよろしくお願いしたらと思います。 

○二宮委員 

今の課長答弁の中の評価委員会の件ですけども、

この事業もそもそもやっぱり民間活力ということ

と、経費の面も含めてそういうところの評価を何

か毎年されとるいうことでしょうか。それが言う

たら公表されとるのかどうかちょっと教えてくだ

さい。その内容が。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 21 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 27 分） 

○安田まちづくり推進課長 

評価の結果につきましては、現在公表しており

ません。 

○二宮委員 

こういうＰＦＩという新たな事業というか、新

しい取組をした中で、また検討委員会に何期も市

民の方も入っていただいてやっていただいとるよ

うな事業なので、ぜひ公表していただきたいなと

いうのが一つと、さっき言った第１回のときの委

員長よく会うんですけど、やっぱりそれを言うん

ですよね。あの話ししたのはどうやったんぞとい

うふうに、いつも僕と会った時には怒りを出して

おりますけども、そういうのを含めて情報開示を

ぜひ今後お願いしたいなと思います。 

○まつもと委員 

集会施設移行推進事業について、事前に全体の

スケジュールとか計画を出してもらえませんかと

お願いしたんですけど、整備計画書がそれぞれの

地域からのものでしかなくて全体の簡略化したよ

うな計画がないということで、今回出してもらえ

なかったんですが、これ何で聞いたかというと、

私１期目なんで、この地域づくり活動センターの

新築とかも、すごく大きな予算が出てきてどうい

う流れで計画されているのかがちょっと分からな

くて、この集会施設の移行も令和 14 年度までの

時限的な事業で計画もされてると思うんですけど、

財政が厳しいと言われてる中で、いつ、どこで、

どれぐらいの計画とどれぐらいお金がかかる予定

か、田之浜も今度新しく建てられると思うんです

けど、お金がないって言われてる中でちょっと予

測しておきたいというか、建物を建てるような事

業はそういう全体の計画とかスケジュール出して

いただけたらなと思うんですけど、その件はどう

でしょうか。 

○安田まちづくり推進課長 

先般、御依頼があったものは、各区が作ってい

る整備計画書でありましたので、区長さんの名前

と判子が入ったもので、簡単に出すことが難しか

ったです。ただ、それらを取りまとめした計画で

も計画書としてあるわけじゃなくて、予定につい

ては作っておりますので、それについてはまたお

問合せいただいたら、お渡しというか、御説明も

できるかなと思います。 

○井関委員 

地域づくり活動センター推進事業の中で地域版

ふるさと納税を、その地域に使えるお金に変わっ

てくるという説明があったかと思うんですけども、
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この地域版のふるさと納税をどういうふうにして

アピールしていったらいいのかなというのを、今

度、自分たちもクラス会をするんですが東京のほ

うからも返ってくるので、西予市全体で使っても

らうというのもいいんですけど、地域で何かした

いと思うときにはそういう形で、地域づくり活動

センターにふるさと納税してもらったらいいかな

というのがあるので、どういうふうにすればでき

るのかっていうのが１点と、これをもっと宣伝す

るために西予市のホームページを見させていただ

くと、各地域がどういうのをやってますっていう

のは活字としてこう書いてはあるんですけど、シ

ョート動画のような形でアピール出来ないかなと

いうのがあるんですが、その辺どういうふうに今

後推進されるつもりかお伺いしたいと思います。 

○安田まちづくり推進課長 

地域版ふるさと納税の周知なんですけど、チラ

シのベースをこちらのほうでつくらせていただい

ておるので、それを利用してそれぞれの地域づく

り組織が配布をしたりとか、何かの会でお願いし

たりっていうのを利用していただけたらと思いま

す。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 32 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。 （再開 午後２時 33 分） 

○安田まちづくり推進課長 

それともう一つは、それぞれの地域でふるさと

納税について勉強会をしていただいて、自分の地

域の出身者の方に直接営業をかけていただいて、

ふるさと納税を促していただいたらと思っており

ます。 

○大野本政策企画部長 

今、後段でありましたショート動画等でのＰＲ

という話でしたけども、これについては各地域づ

くり組織の中でいろいろフェイスブックやＳＮＳ

等を活用して今ＰＲをされていると思いますが、

ショート動画をそれぞれで作成はいただかないと

いけないと思いますが、それをうまくリンクして

発信していくということについては、またホーム

ページの担当が政策推進課になりますので、以前

から二宮委員からも発信のことについては、すご

く指摘をいただいておるところですので、またそ

の辺はつくっていただいたものをどういうふうに

出していったらいいかということは検討させてい

ただきたいと思います。 

○まつもと委員 

教育費の生涯学習費なんですが、決算のときに、

当初から減額決算で、理由としてはセンターでも

いろいろな生涯学習をやってきていて、全体でや

る分とセンターでやる分とっていうその在り方を

市民の声をいろんな手法で聞きながら考えていき

たいっていうふうにあったんですね。今回予算見

てみるとどっちも下がっていて、まだ、ニーズ把

握っていうのはされてないと思うんですが、生涯

学習にもいろいろジャンルがあるじゃないですか、

得意なとこだけ偏らずに、いろんな生涯学習をメ

ニューとして取上げてもらうために、センターに

働きかけているようなこととかはあるんでしょう

か。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 36 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 37 分） 

○安田まちづくり推進課長 

生涯学習事業についてはこっちでやれてない現

状があります。ただ、現在検討しているところで、

生涯学習事業の指導者リスト的なものをつくるよ

うに検討を始めておりますので、それらを来年度

できましたら利用して、各センターが運用してい

ただけたらと考えております。 

○まつもと委員 

リスト作られるってすごくいいなと思うので、

講師もバランスを見てもらって、またこの決算で

言われた市民のニーズ調査も同時にやっていただ

いたらなと思います。 

○二宮委員 

 ギャラリーしろかわの入館料が 156 万円。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 39 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 39 分） 

○二宮委員 

 すみません。所管が違うので取り消します。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 39 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 40 分） 
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○信宮委員 

宇和町時代のときだったと思うんですけど、Ｎ

ＨＫののど自慢と夏のラジオ体操とセットでやっ

たことがあると思うんですけれども、今回文化振

興総務費庶務事業の中でＮＨＫののど自慢の経費

が含まれているということだったので、その辺り

の詳しい説明をしていただきますでしょうか。 

○安田まちづくり推進課長 

令和７年度に予定しておりますＮＨＫのど自慢

について現時点での情報を御説明いたします。日

時は 2025 年５月 25 日の日曜日となっております。

開場は午前 11 時、開演は午前 11 時 50 分からの

予定となっております。予選会については、５月

24 日、結果発表は午後５時 30 分頃を予定されて

おります。場所については、西予市宇和文化会館。

出場予定につきましては、予選を通過した 20 組

程度となっております。ゲストにつきましては、

新沼謙治さんとＳＴＵ４８が予定されているとこ

ろです。まだ、全員かどうかの情報は分かってお

りません。今もう既に出場の申込みを受付けてお

りまして、締切りが４月 13 日となっております。

また、観覧の申込みもＮＨＫの専用サイトで申込

みができるようになっておりまして、４月 24 日

が締切りとなっております。 

以上のど自慢についての説明とさせていただき

ます。 

○まつもと委員 

地域づくり組織への手上げの交付金なんですが、

先日もプレゼンを見させていただきましてありが

とうございました。見ていてどの事業もやれたら

いいなと思うし、いい事業だなとは思うんですが、

何か物を買うとか、そういうものが結構あったな

と思いまして、確かにこの物があったらできると

か、叶うっていうのは分かるんですが、何かこう、

あまりにも何ていうかな、物を買ってっていうの

はちょっと直接的過ぎるかなと思ったりして、こ

の交付金事業って、どこまでこの先やっていかれ

るのかなという展望ってあるんでしょうか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 44 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 48 分） 

○安田まちづくり推進課長 

推進計画に基づいて令和 17 年までこの事業に

ついては進めてまいります。ただ、手上げ交付金

の金額とか内容につきましては、３年に１回地域

づくり交付金円卓会議で見直しをさせていただき

ながら、変えていきたいというふうに考えており

ます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうちまちづくり推進課所

管分について原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 49 分） 

 

 【政策推進課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 00 分） 

それでは、これより政策推進課の審査に移りま

す。 

始めに議案第 13 号「西予市肱川河川沿い復興

公園条例の一部を改正する条例制定について」を

議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは、議案第 13 号「西予市河川沿い復興

公園条例の一部を改正する条例制定について」御

説明させていただきます。 

議案書 49 ページになろうかと思いますがお開

きをお願いいたします。 

今回の条例改正は、野村町野村に整備を行って

おります西予市肱川河川沿い復興公園の施設とし

て、管理棟を設置することに伴い関係規定を整備

するため本条例の一部を改正するものでございま

す。 

改正の内容につきましては、管理棟の利用開始

に際し、会議室、研修室、調理室の利用に伴う使

用に関する料金を定めるとともに、管理棟の利用

時間及び休棟日を規則に委任するよう定めるほか、

所要の整備を行うものでございます。なお、使用
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料につきましては、西予市地域づくり活動センタ

ーの会議室、研修室、調理室と同額としておりま

す。また、管理棟の供用開始は令和７年４月１日

予定としております。 

以上よろしく御審議の上、御決定くださいます

ようお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○井関委員 

この管理棟なんですけども、三島町の集会所の

機能も兼ねるということでつくられとると思うん

ですが、三島町の方々が使われるときにもこの利

用料が要るわけでしょうか。 

○原井川政策推進課長 

和氣復興支援室長からお答えをさせていただい

たらと思います。 

○和氣復興支援室長 

三島町の方につきましては、旧三島町の土地利

用等の時におきまして、今回の建設に御協力いた

だいておりますので、減免規定に該当するという

ことで今調整を図っております。 

○竹﨑委員長 

ほかにありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは質疑を以上で終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 13 号「西予市肱川

河川沿い復興公園条例の一部を改正する条例制定

について」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会として、原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後３時４分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。   （再開 午後３時４分） 

それでは、同じく政策推進課の審査を行います。 

議案第 27 号「西予市過疎地域持続的発展計画

の変更について」を議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは、議案第 27 号「西予市過疎地域持続

的発展計画の変更について」御説明を申し上げま

す。議案書 95 ページをお開き願います。 

国では過疎地域への対策として、昭和 45 年度

に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、五

次にわたる時限立法措置により、今日まで産業の

基盤整備、生活環境整備等をはじめ医療介護福祉

の確保、文化、教育の振興など、過疎地域の自立

に向けた総合的な施策が講じられ、地域社会の活

性化が図られてまいりました。本市におきまして

も、法に基づき令和３年度に令和７年度までの５

カ年の過疎地域持続的発展市町村計画を策定し、

過疎対策事業債をはじめとする過疎地域の持続的

発展のための財政上の特別措置を活用していると

ころでございます。 

それでは議案書 96 ページをお開き願います。

新旧対照表となります。今回、水道施設耐震化事

業について、新たに追加をさせていただいており

ます。西予市における水道施設の耐震化率は、令

和４年度末現在浄水場 39.6％、配水池 33.0％、

基幹管路 19.8％であり、全国平均、愛媛県平均

と比較し低い水準となっております。今後発生が

予測される南海トラフ巨大地震など、大地震発生

の逼迫性が指摘されていることから、生活基盤を

支える重要なライフラインである水道の自然災害

等による被災を最小限にとどめるために、水道施

設の耐震化を目的として事業を実施するものです。

この水道施設耐震化事業の追加に伴う本計画の変

更について、過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法第８条第 10 項の規定において準用

する同条第１項の規定により、議会の議決をお願

いするものでございます。 

以上よろしく御審議の上、御決定くださいます

ようお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

この水道施設耐震化事業は、たしか 10 年の計

画であったように聞いとるんですけどもその事業

とは同じですかね。 

○原井川政策推進課長 

担当については上下水道課になりますが、令和

７年度から 11 年度の５カ年において事業を行う
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ことを聞いております。 

○二宮委員 

その事業の説明において、今度所管が国交省に

なったということで、そっからの補助が約２割ぐ

らいきてて、あと企業債というのがあったんです

けども、今回過疎地域のこの計画にすると過疎債

が使えるとか、何かそういうふうなことは関係あ

るんですか。 

○原井川政策推進課長 

おっしゃるとおり過疎計画に記載のある事業に

ついては、過疎債を借りるということが出来ます

ので、そういったことも含めた変更というか追加

ということになっております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にはないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 27 号「西予市過疎

地域持続的発展計画の変更について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後３時９分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。   （再開 午後３時９分） 

続いて、同じく政策推進課に関する審査を行い

ます。 

議案第 28 号「辺地に係る公共的施設総合整備

計画の策定について」を議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは、議案第 28 号「辺地に係る公共的施

設総合整備計画の変更について」御説明申し上げ

ます。 

議案書 97 ページをお開き願います。 

西予市では、辺地とその他の地域との間におけ

る住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図る

ため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律に基づき辺地に

係る公共的施設総合整備計画を策定し、公共施設

の総合的かつ計画的な整備を推進しております。 

辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化

的諸条件に恵まれず他の地域と比較して、住民の

生活文化水準が著しく低い山間地、離島、その他

の辺ぴな地域と定義されており、西予市では

18 地域が辺地の要件に該当しております。 

辺地に係る公共的施設総合整備計画に基づいて

行う整備につきましては、その財源として辺地対

策事業債を充当することができ、その充当率は原

則 100％で後年度の元利償還金の 80％が地方交付

税の基準財政需要額に算入されます。 

次の 98 ページ、99 ページを御覧ください。 

令和７年度から 11 年度の５年間において整備

を予定しております市道及び林道の事業費及び辺

地債予定額を記載した総合整備計画となります。

98 ページ遊子谷辺地においては、令和６年度ま

での総合整備計画に引き続き、市道平岩柳沢線改

良事業及び市道平岩線改良事業、林道泉川柳沢線

開設事業の整備を進め、平岩柳沢線改良事業につ

いては、令和８年度で完了する見込みとなってお

ります。99 ページ野井川辺地においても、令和

６年度までの総合整備計画に引き続き、林道オオ

ノジ支線開設事業を進めてまいります。 

以上のことに伴いまして、辺地に係る公共的施

設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律第３条第１項の規定により、議会の議決を

お願いするものであります。 

以上よろしく御審議の上、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 28 号「辺地に係る

公共的施設総合整備計画の策定について」原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 
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暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 13 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 13 分） 

続きまして、議案第 40 号「令和７年度西予市

一般会計予算」のうち政策推進課所管分について

を議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち政策推進課所管分の主な事務

事業と予算、またその概要につきまして御説明さ

せていただきます。歳入歳出予算につきまして、

歳出予算から御説明させていただきます。 

予算書 52 ページをお開き願います。 

2 款総務費、1 項総務管理費、2 目文書広報費

のうち政策推進課所管分は、広報広聴推進事業

1177 万 4000 円でございます。広報広聴推進事業

は、広報せいよ作成、行政情報番組の制作及び放

送、市ホームページの保守、また令和５年度から

導入しておりますＬＩＮＥの保守に係る経費とな

ります。主な予算としましては、需用費のうち印

刷製本費の 668 万 7000 円については、毎月発行

し、市内全戸へ配布しております広報せいよの発

行に関するものでございます。委託料の映像制作

委託料 213 万 9000 円につきましては、西予ＣＡ

ＴＶで放送しております行政情報番組の制作及び

放映に係る委託料となっております。使用料

253 万 2000 円の主なものは、ＬＩＮＥシステム

使用料として 92 万 4000 円、市ホームページのシ

ステム使用料 123 万 5000 円となっております。

なお、経費財源の一部に、広報せいよ友の会年会

費及び広報せいよとホームページの広告掲載料を

充当しております。 

次に予算書 60 ページをお開き願います。 

20 目復興推進費のうち復興支援事業 387 万

9000 円でございますが、平成 30 年７月豪雨災害

からの復興に関連する予算として、災害から学ぶ

パッケージ学習の報奨金、一部が完成した肱川河

川沿い復興公園どすこいパークの維持管理費用、

全体の完成に向けての準備や公園のマネジメント

を推進するためのワークショップ開催に関する費

用などを計上させていただいております。主な予

算の内訳といたしましては、災害から学ぶパッケ

ージ学習報奨金 24 万 7000 円、肱川河川沿い復興

公園管理委託料 120 万円、ワークショップ運営支

援委託料 88 万 6000 円となっております。なお、

経費財源としてふるさと応援基金繰入金 343 万

6000 円、都市構造再編集中支援事業費国庫補助

金 44 万 3000 円を充当しております。 

次に、予算書 70 ページをお開き願います。 

2 款総務費、5 項統計調査費、2 目指定統計調

査費 2434 万 4000 円でございますが、令和７年度

の主な指定統計調査としましては、令和７年国勢

調査が実施予定であり、調査にかかる経費、指導

員調査員の報酬、職員の時間外勤務手当、また会

計年度任用職員給与費等を計上するものでありま

す。なお、財源は全額県からの委託金となってお

ります。 

次に予算書 76 ページをお開き願います。 

2 款総務費、9 項企画費、1 目企画管理費でご

ざいますが、政策推進課所管は７事業となります。

まず、企画管理費庶務事業 158 万 5000 円でござ

いますが、当課所管の事務事業を効率的に推進す

るために必要となる旅費や消耗品費のほか、負担

金、コピー使用料等の事務経費を計上するもので

ございます。 

続きまして、行政改革推進事業 98 万 5000 円で

ございますが、令和７年度に予定している行財政

に対する有識者会議に係る報償費や費用弁償等の

経費でございます。有識者会議の詳細は現在検討

中ですが、10 名程度で構成する予定となってお

ります。 

続きまして、土地利用規制等対策事業 15 万

3000 円でございますが、国土利用計画法では、

土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及

ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の

確保を図るため、一定規模以上の土地取引につい

て利用目的を審査し、助言勧告により、早期是正

を促す仕組みとなっております。本事業は事務経

費を計上するものでございます。なお、経費財源

として、土地利用規制等対策費県補助金を全額充

当しております。 

続きまして、おイネ賞事業 8 万 7000 円でござ

いますが、同事業につきましては、日本医師会や

愛媛県医師会、愛媛大学医学部等の御協力をいた

だき、医学研究や医療活動に対する女性医師等を

表彰し、あわせて市民を対象とした講演会等を開

催しております。愛媛県医師会及び西予市２者で
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の主催により、例年事業を実施しておりますが、

財政危機脱却のための取組として、本事業を当面

２年に１回の実施といたします。これにより令和

７年度は事業を休止し、令和８年度に事業を実施

するものでございます。そのため、令和７年度の

予算の内訳といたしましては、愛媛県医師会との

連絡調整に係る費用としての報償費 2 万 7000 円、

普通旅費６万円を計上しております。なお、経費

財源といたしまして、全額おイネ賞事業基金を充

当しております。 

続きまして、大学連携推進事業 257 万 8000 円

でございますが、その内訳は、愛媛大学地域協働

センター南予の施設使用料 196 万 8000 円、市内

の宿泊施設を利用した際の宿泊補助金 51 万円の

ほか、地域専門人材の輩出を目的として、愛媛大

学が実施いたします履修証明プログラムの開校に

係る負担金といたしまして、10 万円の予算を計

上しております。 

続きまして、人口減少対策事業 14 万 4000 円で

ございますが、市内中学生を対象にふるさとへの

理解を深め、愛着や誇りを育み、西予市で働くこ

とや、将来西予市を離れてもふるさととつながる

イメージが持てるよう市内企業と一緒に西予シビ

ックプライド育成事業に取り組みます。具体的に

は、企業を知るための市内合同企業説明会や地元

で働く様々な職種の方から直接お話を聞くお仕事

座談会の開催にかかる報償費や消耗品費などを計

上しております。 

続きまして、総合計画策定管理事業 156 万

3000 円でございますが、令和９年度からスター

トする第三次総合計画について、令和７年度から

２カ年をかけて策定をいたしますが、令和７年度

においては、総合計画を検討する基礎資料となる

市民アンケートの実施や、総合計画審議会の運営

にかかる経費として報償費や郵便料等を計上して

おります。 

次に予算書 195 ページをお開き願います。 

13 款諸支出金、2 項基金費、1 目基金費のうち

政策推進課所管分につきましては、事業概要欄に

記載しております過疎地域自立促進特別基金事業

35 万 8000 円のうちの 11 万 8000 円です。また、

おイネ賞基金事業 8000 円を各基金利息として積

み立てるものでございます。 

次に、歳入予算について御説明させていただき

ます。予算書戻っていただきまして、28 ページ

をお開き願います。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、8 目総務費

国庫補助金、2 節地域振興費国庫補助金のうち新

しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交

付金）25 万円につきましては、地方の社会課題

解決、魅力向上の取組を加速化する観点から、当

交付金により、地方公共団体の取組を支援するも

のでございます。具体的には経済振興課が実施す

るインターネットを活用した採用活動支援事業に

充当しております。新しい地方経済・生活環境創

生交付金（デジタル実装型）36 万 1000 円につき

ましては、デジタル技術を活用した地域の課題解

決や魅力向上に資する取組を支援するものでござ

います。具体的には、長寿介護課が実施する介護

認定審査業務のデジタル化事業に充当しておりま

す。 

予算書 30 ページをお開き願います。 

15 款県支出金、2 項県補助金、1 目総務費県補

助金、2 節地域振興費県補助金のうちえひめ人口

減少対策総合交付金 3568 万 5000 円につきまして

は、結婚、妊娠、出産、子育て支援等に関して、

市町の実情に応じた少子化対策を積極的に展開で

きるメニュー選択型の交付金であり、令和７年度

において、本市では 24 メニューのうちの 14 メニ

ュー17 事業に取り組んでまいります。電源立地

地域対策交付金事業費県補助金 440 万円につきま

しては、電源地域で行われる公共施設整備や、住

民福祉の向上に資する事業に対して交付され、発

電用施設の設置に関わる地元の理解促進等を図る

ものでございます。本市では、野村町惣川地区等

に設置をされております水力発電施設が交付要件

を満たしており、昭和 56 年度から補助金の交付

を受けております。同じく 3 節企画費県補助金

15 万 3000 円につきましては、先ほど説明しまし

た土地利用規制等対策事業の事務に要する経費に

対し、前年度の土地取引に関する届出件数の実績

に基づき交付されるものでございます。 

予算書 34 ページをお開き願います。 

15 款県支出金、3 項委託金、1 目総務費委託金、

5 節統計調査費委託金 2434 万 4000 円につきまし

ては、先ほど説明いたしました令和７年度に実施

する指定統計調査に関する委託金でございます。 

次の予算書 35 ページをお開き願います。 
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16 款財産収入、1 項財産運用収入、2 目利子及

び配当金、1 節利子のうち政策推進課所管分の預

金利子につきましては、地域振興基金利子 227 万

9000 円のうちの 156 万 5000 円となっております。

それから過疎地域自立促進特別基金利子 11 万

8000 円、おイネ賞事業基金利子 8,000 円となっ

ております。 

予算書 37 ページをお開き願います。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金でございますが、

政策推進課所管分につきましては、18 目地域振

興基金繰入金 4 億 848 万 6000 円のうちの 1 億

1940 万円となります。これは西予市地域振興基

金の一部を取崩し、西予市民の連帯強化または地

域振興に要する経費の財源に充当するものでござ

います。22 目過疎地域自立促進特別基金繰入金

5325 万 2000 円につきましては、西予市の重要な

課題の一つである地域医療の確保に要する経費の

財源に充当するものでございます。 

38 ページをお開き願います。 

24 目おイネ賞事業基金繰入金 8 万 7000 円につ

きましては、先ほど説明をさせていただきました、

令和７年度のおイネ賞事業に要する必要経費の財

源に充当するものでございます。 

予算書 42 ページをお開き願います。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、2 節総務費

雑入のうち政策推進課所管分につきましては、西

予市ホームページと広報せいよの広告掲載料合計

して 163 万 2000 円、広報せいよ友の会の年会費

7 万 2000 円を計上しております。 

以上政策推進課所管分の説明とさせていただき

ます。よろしく御審議の上、御決定くださいます

ようお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○井関委員 

広報せいよなんですけど、今全戸に配られてい

ると思うんですが、今デジタルの時代になって結

局この紙ベースのものは、家庭によると思うんで

すけども要らないっていう方も結構出てきてるん

じゃないかな、いつでもタブレット等で見ること

ができるという状態になってきているので、この

辺を見直すというようなことは、計画はされてな

いですか。 

○原井川政策推進課長 

財政危機のこともございまして、政策推進課で

も広報せいよの見直し等も進めておりますが、発

行というか全戸に配布するということは西予市の

情報がある意味強制的に届くといいますか、そう

いった体制にもなっております。そういった中で

必要な情報というのはやはり市民の方に定期的に

届ける必要がございますので、ある程度紙での全

戸配布というのは続ける必要があるのかなという

ふうには感じております。ただし、当然ホームペ

ージにも掲載をさせていただいておりますし、Ｌ

ＩＮＥからホームページに誘導させてもらってそ

こから見ていただくような仕組みもとっておりま

す。いずれ市の公式ＬＩＮＥの登録者数も増えた

ような状況であったり、そういったいろんな状況

が整った場合には、そういった紙での全戸配布と

いうことも、見直しも考える必要もあろうかとは

思っておりますが、少し時間がかかるのかなとい

う認識でございます。 

○井関委員 

ちなみに、今のＬＩＮＥの公式ページの登録者

数っていうのはどのぐらいになりましたか。 

○原井川政策推進課長 

今日現在で 2,900 人弱ぐらいです。いろいろ皆

さんから御質問いただいて令和５年６月から開設

した市公式ＬＩＮＥですけど、それから２年弱で

すが 3,000 人弱というところで、皆さんの期待が

すごく多いということも非常に感じておりますの

で、様々な手を使って、できれば各世帯誰かは登

録いただいているような状況を目指したいと、思

っておりますのでまずは 3,000 人ではなくて次は

5,000 人ということで、随時増やしていきたいと

思います。いろんなお知恵、アイデアもいただき

ながら進めてまいりたいと思いますので、皆様か

らもぜひ御意見等いただいたらと思います。 

○山本委員 

関連してですけど、友の会の年会費が入っとる

ということは、会員さんがおってもらうというこ

とと理解していいんですかね。どのぐらいですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 33 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 34 分） 
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○原井川政策推進課長 

現在、広報せいよ友の会の会員は 74 名となっ

ております。 

○まつもと委員 

公式ＬＩＮＥちょっと教えてください。今の運

用は各課で運用できるスタイルになっているんで

しょうか。先ほど消防のところで一斉情報配信シ

ステムを取り入れて、行政無線、ＬＩＮＥ、Ｘほ

かのアプリも一括送れるようになるっていう説明

が、今後なるっていう説明があったんですけど、

どういうふうに情報を流してる流れがあるんでし

ょうか。 

○原井川政策推進課長 

現在はホームページ等と同様に、各課から情報

提供をいただいた上で、政策推進課情報の所管と

なっておりますので、そこで内容等を確認させて

もらった上で、政策推進課のほうでＬＩＮＥの掲

載をするような形になっております。 

○まつもと委員 

大学連携推進事業について、聞かせてもらいま

す。決算でちょっと辛いこと言ったんですけど今

回予算が下がっていて、今まで補助金で地域活性

化研究事業支援っていうのはついてたんですけど

それはなくって、宿泊補助金が倍ぐらい上がって

るっていう形、そういう選択をされたのは何か理

由があるんでしょうか。 

○原井川政策推進課長 

どちらの補助金も令和元年度からのスタートの

補助金でございまして、令和７年となると７年目

に入ろうかと思いますけども、宿泊補助金に集約

したということにつきましては、財政的な事情も

ございますが、やはりそちらのほうが要望も多い

といいますか、令和６年度に関しては予算が少し

なくなってお断りをするようなこともございます。

といったことで、そちらに集約をしたいというこ

と。それから研究事業につきましては、非常に多

様な研究を応募いただいております。愛媛大学の

みならずいろんな大学から応募いただいておりま

すが、やはり研究結果をしっかりと市とか、住民

の方に反映するといいますか、というようなこと

が、もう少し工夫が必要なのかなということもあ

りまして、事業の集約というふうにさせていただ

いております。 

○まつもと委員 

総合計画策定管理事業の市民アンケートはどう

いう方法で、何人ぐらいに、いつ頃されるか、分

かれば教えてください。 

○原井川政策推進課長 

時期につきましては、５月から６月というふう

に予定をさしてもらっております。なのである程

度アンケートの素案は出来ておりますので、新年

度入りましたらすぐ準備をさせていただいて、先

ほど申したとおり５月から６月一月ぐらいかけて

ということで考えております。それで対象の人数

につきましては、前回までは 3,000 人ということ

になっておりましたが、精査をさせていただいて

2,500 人でどうかなというふうに考えております。

無作為に年齢とか、地域とか、性別とか、無作為

といってもある程度バランスをとりながら、抽出

をさせていただいた上で市民の方に送付させてい

ただきますが、紙で送付はさせてもらいますけど

も、返信は紙でもＱＲコード等でスマホとかパソ

コンとかでも、回答をいただくように考えており

ますし、選ばれたその 2,500 人以外の方について

も、ホームページとかその他、広報紙とかでＱＲ

コード等を配布させてもらいますので、自由にア

ンケートに答えていただくような仕組みをつくろ

うかと考えております。そういったことも踏まえ

て 2,500 人で、十分市の方向とか皆さんどう思わ

れているかというようなことが図られるのではな

いかと考えております。 

○まつもと委員 

歳入の 37 ページ、18 款繰入金、22 目過疎地域

自立促進特別基金繰入金、地域医療にっていうふ

うにおっしゃったと思うんですが、内容詳しく分

かりますか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 40 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 40 分） 

○原井川政策推進課長 

地域医療の確保に要する経費ということでござ

いますが、令和７年度につきましては、看護師等

の奨学金貸付事業であったり、市民病院の事業所

内保育所を利用する医療職員への保育料補助であ

ったり、医療機関の新規開発推進事業、産科であ

るとか、小児科を市内で新規に開業していただく

際の補助金となっておりますが、こういったこと



- 40 - 

 

に充当をさせていただく予定となっております。 

○竹﨑委員長 

ほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち政策推進課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる （休憩 午後３時 41 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 42 分） 

これより、その他政策推進課所管に関する質疑

がありましたら、発言をお願いいたします。 

○まつもと委員 

市民から意見や苦情とか逆にお礼とかもあるの

かなと思うんですが、この 10 年間のそういった

意見の件数が、分かれば教えてくださいとお願い

しました。それ何で聞いたかっていうと、どれぐ

らい市民からそういう声が上がっているのかと。

また、その声に対してはどういうふうに返してい

るのか、意見の出され方、手紙とか電話とかメー

ルとかあると思うんですけど、大体でいいのでこ

んなものが多いとかそういうのが分かれば教えて

ください。 

○原井川政策推進課長 

市民からの意見につきましては各課での対応と

なりますので、何か件数とか内容を全庁舎まとめ

て、どこかが把握してというような体制にはなっ

てないので、全体的なことはちょっとお答えは出

来かねるんですけども、政策推進課としては市政

に関する意見や提言の窓口として、令和元年度か

らホームページ上で市民の声というものを開設さ

せていただいております。ここに寄せられた御意

見につきましては政策推進課で取りまとめをさせ

ていただいて、各課が回答を作成して、内容によ

っては回答させてもらったり、ホームページ上で

公開をさせていただいております。この件数につ

きましては、令和元年が 30 件、令和２年が 52 件、

令和３年が 44 件、令和４年が 54 件、令和５年が

36 件の御意見が寄せられており、令和６年度は

３月４日現在ですが 28 件となっております。 

○まつもと委員 

細かい内容はいいんですが、お礼とかもあるの

かなと思ったのと、あとこれに対して、必ず返事

をしてるんでしょうか。 

○原井川政策推進課長 

内容につきましては年年というか、いろいろあ

ると思いますが、現在、医療福祉改革に関する御

意見というのがやはり昨今は多い状況です。その

他消防に関係するものとか、集客のイベントであ

るとか、パートナーシップ制度の導入とかについ

て、多岐に及んだいろんな御意見をいただいてお

ります。全て公開しているのか、回答してるのか

ということなんですけど、市民の声の運用基準と

いうのを設置しております。その中で基準に基づ

いて、回答したり公開をしたりしているんですけ

ども、まず回答するには匿名ではなくて、しっか

りお名前も書いてもらう、住所と氏名を記載して

もらうということが、まず条件となります。それ

以外にも、同一投稿者からの同じような意見が何

度も来るような場合であるとか、個人や団体を誹

謗中傷するとか、公序良俗に反するものといった

ものは、お答えが出来ませんが、そういったもの

でなければそれぞれの担当課に、回答の準備をさ

せて、担当課からホームページ上もしくは直接メ

ールや手紙等で回答をさせてもらっております。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる （休憩 午後３時 48 分） 

 

 【デジタル推進課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 53 分） 

これより、デジタル推進課所管分の審査に入り

ます。 

議案第 12 号「西予市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例制定について」を議題といたします。 

浦田課長の説明を求めます。 

○浦田デジタル推進課長 

それでは、議案第 12 号「西予市行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
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の一部を改正する条例制定について」提案理由の

御説明を申し上げます。 

本条例は、マイナンバーの独自事業や市の内部

における庁内連携により、マイナンバーを利用す

る社会保障、税、災害対策等に関する事務を定め

ることにより、各種申請等における添付書類の省

略など、市民サービスの向上を図ることを目的と

して定めているものであります。 

今回の改正は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴い、同法中定義を規定する条項の一部が

繰り下がることから、当該規定を引用する西予市

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

に関する条例につきまして、あわせて項番号を繰

り下げる規定の整理を行うものであります。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、

御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

浦田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは、以上をもって質疑を終結といたしま

す。 

お諮りいたします。議案第 12 号「西予市行政

手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 56 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 56 分） 

それでは続きまして、デジタル推進課の審査を

行います。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうちデジタル推進課所管分についてを議題

といたします。 

浦田課長の説明を求めます。 

○浦田デジタル推進課長 

それでは続きまして、議案第 40 号「令和７年

度西予市一般会計予算」のうち政策企画部デジタ

ル推進課所管分について御説明をいたします。 

歳入歳出予算につきまして、歳出予算から御説

明いたします。予算書 58 ページをお開きくださ

い。58 ページからおよそ 60 ページまでが該当ペ

ージになります。 

まず最初に、2 款 1 項 11 目情報推進事業費、

情報システム管理運用事業 3 億 2105 万 7000 円に

つきましては、市民生活に直接関係する事務に必

要な基幹系システム及び庁内事務処理に必要な情

報系システム等を安定的に稼働させ、支障なく市

民サービスの提供を行うものであります。従来の

内外を区別する境界型セキュリティーから、ゼロ

トラストという全ての通信信頼性を確認するセキ

ュリティーの仕組みに移行し、安定的なシステム

構築を進めるとともに、業務ＤＸ化推進の一層強

化を図ります。令和７年度予算の主なものとしま

して、地域公共ネットワーク及び住民基本台帳ネ

ットワークシステムの更新に係る環境構築費用と

して、システム更新委託料 1521 万 3000 円、地域

公共ネットワーク機器をはじめとした情報機器の

安定稼働のための情報機器保守点検委託料

3212 万 8000 円、使用料 1 億 9407 万 2000 円のう

ち基幹系システムや各種ライセンス等の使用料に

1 億 7459 万 5000 円、自治体中間サーバー等の構

築運用に係る地方公共団体情報システム機構負担

金 729 万 3000 円を計上しております。なお、特

定財源といたしまして、番号制度事業交付金をは

じめとした国庫補助金 1011 万 1000 円、住基及び

戸籍の証明等の発行手数料 1457 万 8000 円等を充

当しております。 

続きまして、同じく 11 目情報推進事業費のう

ちＣＡＴＶ整備事業 8001 万 4000 円につきまして

は、令和５年度から７年度に継続費を設定してい

るＣＡＴＶ惣川サブセンター整備工事に係る放送

通信機器の更新に伴う工事請負費及び施工管理業

務委託料でございます。事業費の主な内訳といた

しましては、測量・設計・監理委託料 335 万

5000 円、工事請負費 7665 万 9000 円であります。

なお、経費財源の一部に市債、過疎対策事業債

7190 万円を充当しております。 
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関連がございますので予算書 207 ページをお開

きください。継続費についての事業の進捗状況等

に関する調書となっております。 

2 款総務費、1 項総務管理費のＣＡＴＶ整備事

業（惣川サブセンター整備工事及び設計監理委

託）につきましては、先ほども申しましたが、令

和５年度予算におきまして継続費を設定し、令和

５年度に設計委託 405 万 5000 円、令和６年度に

整備工事及び設計監理委託 3413 万 4000 円、最終

の令和７年度に整備工事及び監理委託 8001 万

4000 円、予算総額が 1 億 1820 万 3000 円となり

ます。完成予定日は令和７年５月 31 日でござい

ます。 

続きまして、予算書 58 ページにお戻りくださ

い。先ほどと同じく 11 目情報推進事業費のうち

光伝送路維持管理事業 4761 万 4000 円でございま

すが、この事業は、市内全域に整備された光ケー

ブルの維持管理を行うものでございます。その内

訳の主なものといたしましては、光ケーブルの移

設、張り替え等の修繕料 2420 万 9000 円、光ケー

ブル共架使用料 1543 万 5000 円、電柱用地借上料

754 万 9000 円などであります。なお、経費財源

の一部に情報基盤施設貸付料 3300 万 5000 円、移

転補償費 390 万円を充当しております。 

以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入予算につきまして御説明をさせてい

ただきます。予算書 28 ページをお開きください。 

14 款 2 項 8 目 1 節総務管理費国庫補助金のう

ち番号制度事業交付金 412 万 9000 円につきまし

ては、地方公共団体情報システム機構において、

令和６年度及び令和７年度に予定されております

番号制度推進における自治体中間サーバーの更新

に係る令和７年度分の地方負担となる次期システ

ムの設計、構築経費の国費措置にかかる経費を計

上しております。 

続きまして、予算書 35 ページになります。 

16 款 1 項 1 目 2 節情報基盤施設貸付収入のう

ち情報基盤施設貸付料 3300 万 5000 円につきまし

ては、民間業者に貸出ししている光ケーブルの芯

線等の貸付料でございます。 

続きまして、予算書 42 ページをお開き願いま

す。 

20 款 5 項 4 目 2 節総務費雑入のうちデジタル

推進課所管分につきましては、道路拡幅工事など

により光ケーブルを移転する場合に請求している

光ケーブル移転補償費 390 万円を計上しておりま

す。 

続きまして 45 ページをお開き願います。 

先ほどのＣＡＴＶ整備事業の歳出でも説明を申

し上げましたが、21 款 1 項 1 目 1 節総務管理債

のうちＣＡＴＶ整備事業 7190 万円は、歳出で先

ほど説明させていただきました事業の市債に当た

りますので説明を省略させていただきます。 

以上デジタル推進課所管分の説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

浦田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

情報システム管理運用事業について、聞かせて

ください。セキュリティーとかこういうシステム

更新とか、本当とにかくどんどん経費かかるし、

どんどん上がっていくと思うんです。天井がない

というか。それで、この 3 億 2105 万 7000 円を人

口で割ったら 1 人 9,700 円ぐらいになるんですけ

ど、もうセキュリティーのためだからどんどんど

んどん上がるのは仕方ないという考えなのか、幾

らぐらいまで出せるなと想定してデジタルとアナ

ログのバランスをとるとか、何か将来的に考えて

いらっしゃることってあるんでしょうか。 

○浦田デジタル推進課長 

デジタル推進課におきましては、当然この横文

字も多いですし、片仮名の文字も多いので非常に

分かりにくい部分もあろうかと思います。財政課

のほうも財政脱却プランということで、今財政の

切り詰めるのがあるんですけど、当然、委員言わ

れるとおりそのセキュリティーについては、先ほ

どもちょっと説明しましたけど、従来は庁舎内は

安全、庁舎外は危険と区別する境界型の防御とい

うことになっておりました。ただし、今からはゼ

ロトラストベースのシステムということで、全て

のアクセスを検証し、信頼性を確認するセキュリ

ティーという考え方に変わってきておりまして、

非常にその点、予算的にもかかりますけど、セキ

ュリティーを結局強化していないと大変なことに

なるので、将来的にどれほどかかるかっていうの
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は、今の現時点ではなかなかお示し出来ないんで

すけど、うちとしましては、より効率化、このシ

ステムを入れることによって効率化を果たしてい

きたいというふうに思っております。最終的には、

光ケーブルもそうなんですけど、時代とともに業

者のほうも研究しておりますので、情報を収集し

ながら対応していきたいと考えております。 

○まつもと委員 

ちょっと前には何か県で統一したシステムをつ

くっていこうかみたいな話もあるみたいなことな

かったですかね。それはあれなんですけど、私た

ちみたいな人口が減る町でも、このシステムにか

かるお金は同じっていうか、絶対かかっていって

しまって、都市とはバランスが悪くなるっていう

感じがします。ここに対して国とか県とかが何ら

かの動きとか、考えを聞いてくれる機会みたいな

あったりするんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後４時９分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後４時 10 分） 

○浦田デジタル推進課長 

恐らく地方公共団体情報システムの標準化に関

する法律に基づき国が指定しております基幹シス

テム 20 業務。これが令和７年度３月までに各自

治体に導入しなさいというふうになっております。

報道でも出てると思うんですけど、実際は富士通

ジャパンにおきましては、どうしても令和７年度

３月末までには出来ないということで、そういう

ことがありまして国のほうでも５年間延長をされ

ることになっております。当時は国のほうが３割

削減ができるというふうに表明をされておりまし

たが、現実的に西予市においても今業者と精査中

でありますけど、各自治体３割減ではなくて、増

になる傾向に今のところなっております。 

○井関委員 

減額になるっていうことで進めていくという話

だったのに増になるっていうことになると、国か

らちゃんと補償をしてもらわんといけんのじゃな

いんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後４時 12 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後４時 13 分） 

○浦田デジタル推進課長 

当初導入時には、３割削減ということで国のほ

うからの話もありましたけど現在精査する中では、

若干の減といいますか増になる傾向ではあります

が、一応全額補助ということで考えておりますの

で、増になったとしても補助で対応はできるとい

うふうに考えております。 

○二宮委員 

今のシステムのこととは違うんですが愛媛県も

デジタルを積極的に推進しているということはよ

くニュース等でも聞くんですけども、愛媛県が進

めているデジタルと市町村とどんな関係があるの

か。事業的に、今分かってる範囲で。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後４時 15 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後４時 15 分） 

○浦田デジタル推進課長 

県市町ＤＸ推進会議共同事業負担金というのが

ございまして、チーム愛媛のＤＸを推進するため

共通する地域の課題への対応についての情報交換、

それに対しての効果的な取組の推進のため、県と

20 市町が連携して協議会を組織しております。

令和７年度においては、令和６年度に引き続き質

の高いＤＸを全県的に実現することを目的として、

デジタルの各分野に通じた高い専門性を有する外

部人材等による助言、また研修会を予定しており

ます。こういうふうに県とつながっておるわけな

んですけど、恐らくオフィス改革を進めておりま

す当市にとっては、県下でもトップレベルという

ふうな形で自負をしておりますし、全国からも視

察研修にこられるということは、西予市の状態を

勉強して、そこに活かしたいというふうに感じて

おります。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後４時 17 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後４時 21 分） 

○井関委員 

光伝送路維持管理事業なんですけど、移設は当

然分かるんですが、張り替えっていうのも言われ

たと思うんですが、これ光ファイバーって耐用年

数っていうのはどのぐらいなんですか。 

○浦田デジタル推進課長 



- 44 - 

 

光ケーブルの耐用年数は、国また通信事業者に

おいてですが 25 年程度と言われております。

25 年経過すると寿命を迎えるのではなくて経年

劣化により、断線や通信不良等のリスクが高くな

るということでございます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうちデジタル推進課所管

分について原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる （休憩 午後４時 23 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後４時 24 分） 

それでは、本日予定されておりました議案審査

が全て終了いたしましたので、これにて令和７年

第１回定例会総務常任委員会を散会いたします。 

 

散会 午後４時25分 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

西予市議会総務常任委員長 

   竹﨑 幸仁 


